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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第103期は調整計算をした結果、希薄化しなかったため記載して

おりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

４ 第107期から、純資産額の算定にあたっては、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 

回次 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 (百万円) 31,431 33,270 39,335 41,293 44,433 

経常利益 (百万円) 871 1,151 2,880 3,422 4,025 

当期純利益 (百万円) 680 1,233 1,485 1,842 2,673 

純資産額 (百万円) 15,533 16,686 17,688 19,677 22,432 

総資産額 (百万円) 34,117 36,347 37,760 37,727 38,813 

１株当たり純資産額 (円) 180.65 192.94 201.71 220.32 242.59 

１株当たり当期純利益 (円) 7.68 14.08 16.66 20.34 29.66 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― 13.88 16.46 19.96 29.07 

自己資本比率 (％) 45.5 45.9 46.8 52.2 56.7 

自己資本利益率 (％) 4.5 7.7 8.6 9.9 12.8 

株価収益率 (倍) 32.42 20.39 18.73 20.70 15.30 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 2,641 1,129 3,933 3,667 3,644 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △582 △281 △2,344 △757 △1,683 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △2,141 △1,603 △612 △2,397 △1,784 

現金及び現金同等物 

の期末残高 
(百万円) 2,492 1,725 2,709 3,323 3,520 

従業員数 

(ほか、平均臨時雇用者数) 
(名) 

1,276 

(188)

1,250 

(209)

1,266 

(309)

1,336 

(247)

1,433 

(231)



(2) 提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第103期は調整計算をした結果、希薄化しなかったため記載して

おりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

４ 第107期から、純資産額の算定にあたっては、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 

５ 第107期の１株当たり配当額には、創業80周年記念配当２円を含んでおります。 

回次 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 (百万円) 28,227 27,882 29,498 30,889 34,672 

経常利益 (百万円) 1,009 642 1,941 2,217 2,823 

当期純利益 (百万円) 661 693 879 1,202 1,973 

資本金 (百万円) 13,100 13,154 13,267 13,435 13,614 

発行済株式総数 (株) 86,011,668 86,563,668 87,753,668 89,421,668 90,998,668 

純資産額 (百万円) 17,231 17,773 18,253 19,551 21,233 

総資産額 (百万円) 32,630 31,558 31,614 33,178 34,261 

１株当たり純資産額 (円) 200.43 205.53 208.17 218.89 233.14 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり 

中間配当額) 

(円) 

(円) 

5.00 

(0.00)

5.00 

(0.00)

7.00 

(2.50)

8.00 

(3.50)

10.00 

(4.00)

１株当たり当期純利益 (円) 7.47 7.81 9.70 13.12 21.90 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― 7.70 9.58 12.87 21.46 

自己資本比率 (％) 52.8 56.3 57.7 58.9 61.7 

自己資本利益率 (％) 3.9 4.0 4.9 6.4 9.7 

株価収益率 (倍) 33.34 36.76 32.17 32.09 20.73 

配当性向 (％) 67.0 64.0 72.2 61.0 45.7 

従業員数 

(ほか、平均臨時雇用者数) 
(名) 

384 

(24)

337 

(20)

365 

(26)

379 

(39)

435 

(57)



２【沿革】 

昭和２年１月 自動車および各種高速機械用ブレーキライニングの製造および販売を目的として、大阪府中河

内郡龍華町(現八尾市)に日本ブレーキライニング製作所を創立。 

昭和７年４月 日本バルカー工業株式会社を設立。工業用パッキンの生産を開始。 

昭和16年６月 神奈川県愛甲郡厚木町に相模工場(旧厚木工場)を新設。航空機用合成ゴムパッキン、ジョイン

トシートの製造を開始。 

昭和18年10月 日本金属衛帯工業株式会社を吸収合併し、燃料工業用金属ガスケットの製造を開始。 

昭和27年２月 テフロンの加工技術研究が完了、日本で最初の企業化、商品名を「バルフロン」として生産・

販売を開始。 

昭和36年５月 大阪証券取引所、店頭市場に株式公開。 

昭和36年10月 大阪証券取引所、市場第二部に株式上場。 

昭和37年９月 東京証券取引所、市場第二部に株式上場。 

昭和41年５月 愛知県新城市にバルカーセイキ株式会社(現連結子会社)を設立。 

昭和43年10月 愛知県新城市に新城工場を新設。ジョイントシート及びウレタンゴム加工の製造を開始。 

昭和44年11月 台湾に合弁会社、台湾バルカー工業股份有限公司(現連結子会社)を設立。 

昭和50年９月 東京証券取引所・大阪証券取引所、市場第一部に株式上場。 

昭和60年８月 福岡県嘉穂郡(現飯塚市)に九州バルカー株式会社(現連結子会社)を設立。 

昭和61年９月 相模工場(旧厚木工場)を閉鎖。厚木市棚沢に厚木工場を新設。 

昭和63年７月 タイ国に合弁会社、バルカーインダストリーズ（タイランド）リミテッド(現連結子会社)を設

立。 

平成元年４月 岡福商事株式会社を吸収合併。 

平成２年９月 鹿児島県曽於郡(現志布志市)に株式会社バルカーマテリアル(現連結子会社)を設立。 

平成４年11月 愛知県新城市の三和工業株式会社(現連結子会社)に資本参加。 

平成５年11月 奈良県五條市に奈良工場を新設。高機能ゴム製品の製造を開始。 

平成６年12月 神奈川県厚木市に株式会社バンス(現連結子会社、Ｍ・Ｒ・Ｔセンターに移転)を設立。 

平成７年４月 新城工場がISO9002の認証取得を受ける。 

平成７年８月 中国の上海市に上海バルカーふっ素樹脂製品有限公司(現連結子会社)を設立。 

平成８年３月 奈良工場がISO9002の認証取得を受ける。 

平成８年４月 韓国のソウル市にソウル駐在員事務所を開設。 

平成10年６月 米国にVALQUA AMERICA,INC.(現連結子会社)を設立。 

平成11年７月 シンガポールにVALQUA SINGAPORE PTE LTD(現連結子会社)を設立。 

平成11年８月 本社を東京都千代田区丸の内から東京都新宿区西新宿へ移転。 

平成12年３月 千葉県市原市に株式会社バルカーエスイーエス(現連結子会社)を設立。 

平成12年３月 大成機材株式会社(現株式会社バルカーテクノ（現連結子会社))に資本参加。 

平成12年３月 台湾の台北市に台湾バルカー国際股份有限公司(現連結子会社)を設立。 

平成12年11月 新城工場がISO14001の認証取得を受ける。 

平成12年11月 中国の上海市にバルカーシール(上海)有限公司(現連結子会社)を設立。 

平成13年３月 厚木市棚沢の厚木工場を売却。 

平成13年７月 事務管理部門（総務・人事・財務・経理・購買・電算）を分社型簡易分割によりバルカービジ

ネスサービス株式会社(現連結子会社)を設立。 

平成13年７月 奈良工場がISO14001の認証取得を受ける。 

平成13年10月 中国市場での拡販を目的として上海駐在員事務所を開設。 

平成14年９月 中国の上海市にバルカー（上海）貿易有限公司(現連結子会社)を設立。 

平成14年10月 奈良工場がISO9001の認証取得を受ける。 

平成14年10月 生産部門（新城工場・奈良工場）を分社型簡易分割により株式会社バルカー シール ソリュー

ションズ(現連結子会社)を設立。 

平成15年６月 大阪証券取引所の市場第一部上場廃止。 

平成15年10月 機能樹脂製品事業部門を分社型簡易分割によりバルカー・ハイパフォーマンス・ポリマーズ株

式会社(現連結子会社)を設立。 

平成16年３月 韓国のソウル市にVALQUA KOREA CO.,LTD.(現連結子会社)を設立。 

平成18年１月 東京都町田市に機能樹脂製品事業と人材育成の中心拠点としてＭ・Ｒ・Ｔセンターを開設。 

平成18年９月 米国ガーロック・シーリング・テクノロジーLLC社との合弁によりバルカー・ガーロック・ジ

ャパン株式会社(現連結子会社)を設立。 

  



３【事業の内容】 

 当企業集団は日本バルカー工業(株)（当社）および子会社２１社、関連会社２社で構成されており、プラント・機

器関連製品および工業用部品の製造・販売を主な事業としているほか、これらに附帯するサービス業務等を営んでお

ります。 

 当社グループにおける事業部門およびその主要な構成製品と、当社および子会社との関係は、次のとおりでありま

す。 

（注）１ バルカー・ガーロック・ジャパン㈱は、平成18年９月25日にガーロック・シーリング・テクノロジーLLCと 

     の合弁により設立しました。 

   ２ バルカー興産㈱は会社を解散し、平成18年９月22日に清算結了しました。 

   ３ VALQUA SINGAPORE PTE LTD.は、平成18年７月18日付で会社の解散決議を行い現在清算中のため、上記には 

     記載しておりません。 

   ４ PT.インドフェーシングインドネシアは、当社所有株式を売却したことにより関連会社から除外しました。 

   ５ バルカーACL㈱は会社を解散し、平成19年３月27日に清算結了しました。 

   ６ ㈲三協製作所は会社を解散し、平成19年３月20日に清算結了しました。 

事業部門区分 主要な構成製品 
会社名 

製造会社 販売およびサービス会社等 

プラント・機器関連製

品事業 

ファイバー製品 

金属製品 

バルブ 

(海外) 

バルカーシール(上海)有限公司

バルカーインダストリーズ 

(タイランド)リミテッド 

台湾バルカー工業股份有限公司 

(国内) 

当社 

㈱バルカーテクノ 

バルカー・ハイパフォーマンス 

・ポリマーズ㈱ 

㈱バルカーエスイーエス 

バルカー・ガーロック・ジャパ 

ン㈱ 

(海外) 

VALQUA AMERICA,INC. 

台湾バルカー国際股份有限公司 

VALQUA KOREA CO.,LTD. 

バルカー（上海）貿易有限公司 

機能樹脂製品事業 樹脂製品 

(国内) 

㈱バンス 

㈱郷鉄工所 

(海外) 

上海バルカーふっ素樹脂製品 

有限公司 

FJV KOREA LTD. 

エラストマー製品事業 ゴム製品 

(国内) 

㈱バルカー シール ソリューシ

ョンズ 

九州バルカー㈱ 

㈱バルカーエラストマー 

三和工業㈱ 

自動車関連部品事業 
ファイバー製品 

ゴム製品 

(国内) 

㈱バルカーマテリアル 

真空関連製品事業 金属製品 

(国内) 

バルカーセイキ㈱ 

(海外) 

バルカーシール(上海)有限公司 

その他 
事務管理 

その他 
──────── 

(国内) 

当社 

バルカービジネスサービス㈱ 



 以上の企業集団の状況について概要図を示すと次のとおりであります。 

  



４【関係会社の状況】 

連結子会社 

 （注）１ 主要な事業の内容欄には、事業部門区分の名称を記載しております。 

    ２ VALQUA SINGAPORE PTE LTD.は、平成18年７月18日付で会社の解散決議を行い現在清算中のため、上記には 

      記載しておりません。 

  

名称 住所 
資本金また
は出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の所有 
(被所有)割合 

関係内容 

所有割
合(％)

被所有
割合
(％) 

役員の
兼任等
(名) 

資金 
援助 

営業上の取引 
設備の
賃貸借

㈱バルカーテクノ 東京都台東区 30 
プラント・機器関

連製品事業 
100.0 ― 無 無 

各事業における製品の

販売をしております。 
有 

バルカー・ハイパフォ

ーマンス・ポリマーズ

㈱ 

東京都新宿区 310 機能樹脂製品事業 100.0 ― 無 貸付 
樹脂製品の販売をして

おります。 
有 

バルカーセイキ㈱ 愛知県新城市 300 真空関連製品事業 100.0 ― 無 貸付 
金属製品の製造をして

おります。 
有 

㈱バルカー シール 

 ソリューションズ 
奈良県五條市 90 

エラストマー製品

事業 
100.0 ― 無 無 

ゴム製品の製造及びフ

ァイバー製品の製造を

しております。 

有 

㈱バルカーマテリアル 
鹿児島県 

志布志市 
50 

自動車関連部品事

業 
100.0 ― 無 貸付 

ファイバー製品の製造

をしております。 
有 

㈱バンス 東京都町田市 60 機能樹脂製品事業 100.0 ― 無 貸付 
樹脂製品の製造をして

おります。 
有 

㈱バルカーエスイーエ 

ス 
千葉県市原市 30 

プラント・機器関

連製品事業 
100.0 ― 無 無 

各事業における製品の

販売をしております。 
有 

バルカービジネスサー 

ビス㈱ 
東京都新宿区 30 その他 100.0 ― 無 無 

当社企業集団の事務管

理をしております。 
無 

九州バルカー㈱ 福岡県飯塚市 30 
エラストマー製品

事業 
100.0 ― 無 無 

ゴム製品の製造をして

おります。 
有 

㈱バルカーエラストマ 

ー 

福島県東白川

郡棚倉町 
25 

エラストマー製品

事業 
100.0 ― 無 貸付 

ゴム製品の製造をして

おります。 
有 

三和工業㈱ 愛知県新城市 21 
エラストマー製品

事業 
100.0 ― 無 貸付 

ゴム製品の製造をして

おります。 
有 

バルカー・ガーロック 

・ジャパン㈱ 
東京都新宿区 80 

プラント・機器関

連製品事業 
51.0 ― 無 無 

各事業における製品の

販売をしております。 
無 

バルカーシール(上海) 

有限公司 

SHANGHAI  

CHINA 
762 

プラント・機器関

連製品事業 

真空関連製品事業 

100.0 ― 無 保証 

ファイバー製品及び金

属製品の製造をしてお

ります。 

無 

バルカーインダストリ 

ーズ(タイランド)リミ 

テッド 

SAMUTPRAKARN  

THAILAND 

千タイバー

ツ 

72,373 

プラント・機器関

連製品事業 
93.8 ― 無 

貸付 

保証 

ファイバー製品及び金

属製品の製造をしてお

ります。 

有 

上海バルカーふっ素樹 

脂製品有限公司 

SHANGHAI  

CHINA 
500 機能樹脂製品事業 70.0 ― 無 無 

樹脂製品の製造をして

おります。 
無 

VALQUA AMERICA,INC. 
CALIFORNIA 

U.S.A. 

千米ドル 

1,260 

プラント・機器関

連製品事業 
100.0 ― 無 無 

各事業における製品の

販売をしております。 
無 

台湾バルカー工業股份 

有限公司 

KAOHSIUN  

GHSIEN 

TAIWAN 

千台湾ドル 

36,000 

プラント・機器関

連製品事業 
55.0 ― 無 無 

ファイバー製品及び金

属製品の製造をしてお

ります。 

無 

台湾バルカー国際股份 

有限公司 

TAIPEI 

TAIWAN 

千台湾ドル 

11,000 

プラント・機器関

連製品事業 
100.0 ― 無 無 

各事業における製品の

販売をしております。 
無 

VALQUA KOREA CO.,LTD 
SEOUL 

KOREA 

千韓国 

ウォン 

400,000 

プラント・機器関

連製品事業 
87.5 ― 無 無 

各事業における製品の

販売をしております。 
有 

バルカー(上海)貿易有 

限公司 

SHANGHAI  

CHINA 

千人民元 

1,655 

プラント・機器関

連製品事業 
100.0 ― 無 無 

各事業における製品の

販売をしております。 
無 



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注） 従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向 

     者を含む就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均雇用人員を外書きで記載しており

ます。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

２ 臨時従業員数は、従業員数の欄の( )内に年間の平均雇用人員を外書きで記載しております。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

４ 従業員数は、執行役員を含めて表示しております。 

５ 従業員数が当連結会計年度において56名増加したのは、主として事業拡大に向けての新規採用による増加 

  40名等によるものであります。 

(3) 労働組合の状況 

 当社の労働組合は、日本バルカーグループユニオンと称し、ＵＩゼンセン同盟に加盟しております。組合員数 

 は、平成19年３月31日現在545名(一部の国内連結子会社の組合員127名含む)であります。 

 なお、労使関係については健全な労使協議制の下に円満な関係を持続しております。 

  （平成19年３月31日現在）

事業部門の名称 従業員数(名) 

プラント・機器関連製品事業 588 ( 49) 

機能樹脂製品事業 260 ( 39) 

エラストマー製品事業 318 ( 94) 

自動車関連部品事業 27 (  9) 

真空関連製品事業 84 ( 18) 

その他 36 (  2) 

全社(共通) 120 ( 20) 

合計 1,433 (231) 

  （平成19年３月31日現在）

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

435 ( 57) 40.5 13.0 6,672,327 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、公共投資が減少基調を示すなかで、輸出型産業を中心とした企業収益の

改善に基づく旺盛な民間設備投資が牽引し、堅調な成長を続けました。 

 このような環境下、当社グループは、２００５年度よりの第３次中期経営計画「New Valqua Stage Three」（Ｎ

Ｖ・Ｓ３）に掲げた目標の達成に向けて、収益拡大および経営基盤の整備に邁進いたしました。 

 収益拡大に向けては、製品ラインアップの充実を一段と推し進めるとともに、アライアンスパートナーである米

国のガーロック・シーリング・テクノロジーLLCとの合弁でメタルシール材販売会社「バルカー・ガーロック・ジ

ャパン株式会社」を設立するなど販売体制の強化を図りました。 

 一方、経営基盤の整備については、“人材開発と組織の活性化こそがさらなる発展の要諦”との認識のもと、前

連結会計年度（以下、前期）に完成したＭ・Ｒ・Ｔセンター内の「人材開発センター」を中心に研修の充実を図る

とともに、“セールスエンジニア認定制度の導入による営業職社員の強化”、“スペシャリスト職制度の制定によ

るスキルの向上”などの人事制度の整備を行ないました。 

 これら諸施策を実施した当連結会計年度における売上高は、国内の重化学工業におけるプラントメンテナンス需

要の拡大、国内外に向けた半導体市場向け製品の伸長などにより、前期に比べ３１億３千９百万円増の４４４億３

千３百万円（前期比７.６％増）となりました。利益につきましても、原価の低減、諸経費の削減等に努めました

結果、経常利益は前期に比べ６億２百万円増の４０億２千５百万円（前期比１７.６％増）となりました。また、

当期純利益は、保有株式や不動産売却等に関連した租税還付の影響もあり、前期に比べ８億３千１百万円増の２６

億７千３百万円（前期比４５.１％増）となりました。 

 事業部門別の売上状況は、次のとおりであります。 

 プラント・機器関連製品事業では、環境対応型ガスケット製品を中心にプラント・メンテナンス市場や一般機械

市場への販売が拡大し、前期比１０.６％増の１４０億３千４百万円の売上高となりました。 

 機能樹脂製品事業では、一部製品に伸び悩みが見られたものの、半導体市場向け製品が伸長し、全体としては前

期比３.９％増の１１２億９千７百万円の売上高となりました。 

 エラストマー製品事業では、半導体市場向け高機能エラストマー製品が国内外市場ともに好調で、前期比１０.

８％増の１０７億１千９百万円の売上高となりました。 

 自動車関連部品事業では、ワイヤーハーネス関連部品が好調であった一方、主力製品であるオートマチック関連

製品が一部メーカー製自動車のＣＶＴ化の影響を受けて減収となり、前期比３.９％減の５２億６千７百万円の売

上高となりました。 

 真空関連製品事業では、半導体市場向けベローズ製品の拡販により前期比２７.８％増の１９億２千１百万円の

売上高となりました。 

 その他の売上高は、前期比１１.５％増の１１億９千３百万円となりました。 

 なお、所在地別セグメントの業績状況は、次のとおりであります。 

 国内においては、プラント・機器関連製品を中心とした売上増により、売上高は前期比８.２％増の４０５億２

千６百万円、営業利益は前期比２７.３％増の３５億９千２百万円となりました。 

 主な海外所在地セグメントであるアジア地区においては、中国、台湾、韓国市場での販売増が寄与し、売上高は

前期比３.４％増の３６億８千８百万円となりましたものの、営業利益は生産品目の変更の影響で前期比４６.７％

減の２億２千２百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期と比べ１億９千６百万円増加の３５億２千万円（５.９％

増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期と比べ２千２百万円減少の３６億４千４百万円となりま

した。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、前期に比べ９億２千６百万円増加の１６億８千３百万円となり

ました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは、前期に比べ６億１千３百万円減少の１７億８千４百万円となり

ました。 

 なお、キャッシュ・フローの詳細は、「７ 財政状態及び経営成績の分析 （３）資本の財源及び資金の流動性

についての分析」に記載しております。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 仕入実績 

 当連結会計年度における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 受注状況 

 当連結会計年度における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4) 販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 生産高(百万円) 増減比(％) 

プラント・機器関連製品事業 2,709 △2.2 

機能樹脂製品事業 3,151 △8.7 

エラストマー製品事業 5,475 △23.9 

自動車関連部品事業 342 △85.8 

真空関連製品事業 1,676 19.9 

合  計 13,355 △22.5 

事業部門 仕入高(百万円) 増減比(％) 

プラント・機器関連製品事業 5,229 △14.6 

機能樹脂製品事業 6,176 6.0 

エラストマー製品事業 2,226 3.8 

自動車関連部品事業 4,657 78.9 

真空関連製品事業 0 △93.3 

その他 947 0.7 

合  計 19,238 9.0 

事業部門 
受注高 受注残高 

金額(百万円) 増減比(％) 金額(百万円) 増減比(％) 

プラント・機器関連製品事業 14,227 10.2 1,040 22.9 

機能樹脂製品事業 11,406 1.9 1,260 9.4 

エラストマー製品事業 10,951 12.4 1,071 27.7 

自動車関連部品事業 5,290 △3.1 148 17.9 

真空関連製品事業 1,906 28.6 237 △5.8 

その他 1,233 17.9 82 92.5 

合  計 45,016 7.6 3,841 17.9 

事業部門 販売高(百万円) 増減比(％) 

プラント・機器関連製品事業 14,034 10.6 

機能樹脂製品事業 11,297 3.9 

エラストマー製品事業 10,719 10.8 

自動車関連部品事業 5,267 △3.9 

真空関連製品事業 1,921 27.8 

その他 1,193 11.5 

合  計 44,433 7.6 



３【対処すべき課題】 

(１)当面の対処すべき課題の内容 

 当社グループを取り巻く経済環境は、国内民間需要が堅調な伸びを続けており、景気は全般的に息の長い回

復傾向を続けるものと予測されます。しかしながら、米国や中国といった海外の経済環境の動き如何によって

は、その基調が崩れる可能性もあります。 

 このような環境下にありまして、当社グループといたしましては、第４次中期経営計画「New Valqua Stage

Four」（ＮＶ・Ｓ４）で掲げた戦略と施策を積極かつ果敢に実施し、外部環境に左右されにくい企業体質・収

益構造を具現化し、掲げた目標の達成に邁進する所存であります。 

(２)当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について 

 当社は、平成18年４月28日開催の取締役会において、特定の株主またはグループが当社の議決権数の20％を

超える数の議決権を保有することを目的とする当社株式の買付行為、または結果として特定株主グループの議

決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為に関する対応方針を決議いたしました。また、平成19年５月14

日開催の取締役会および平成19年６月20日開催の株主総会で内容の一部を改定しております。 

①基本的な考え方 

 当社株式の買収提案が提起された場合に、当該買収提案を受け入れ当社の株式の売却に応じるか否かは、

終的には株主がこれを判断すべきものと考えております。しかしながら、当該買収提案が真に当社の企業

価値の向上に資するものであるかどうか、さらには、多くの株主の利益向上に繋がるものであるかを、多数

の株主が判断するためには、当該買収提案について十分な情報が提供されるとともに、これを評価・検討す

るための一定の時間を確保することが大切であると認識し、本ルールを設定することといたしました。 

②本ルールの内容 

 当社取締役会が定める本ルールとは、 

(ア)事前に買収提案者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、 

(イ)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に買収提案を開始する、 

というものであります。 

・買収提案の事前通知および情報提供 

 買収提案者が、買収提案を行おうとする場合には、当社代表取締役宛てに、下記情報を含む買収提案

の概要を事前に通知し、本ルールに従いこれを行うことを要請するものであります。買収提案者からの

情報に不足がある場合には、当社取締役会は、当社株主の判断および当社取締役会の意見形成のために

、買収提案が提起された日から10日以内に、不足する情報の提供を求めることがあります。 

・買収提案者の概要 

・買収の目的等 

・買収にかかわる対価および算定根拠 

・買収資金の裏付け等概要 

・買収完了後の経営方針および事業計画の詳細 

・従業員への処遇方針 

・その他 

 当社取締役会は、これら情報を検討するとともに、必要に応じて追加情報の提供を求め、また代替案

の提示のために必要な時間を十分提供するよう求めることといたします。また、買収提案があった事実

、当社取締役会に提供された情報等は、当社株主の判断に供する必要があると認められる場合には、適

切な手段・方法によりその全部または一部を開示するものといたします。 

・買収提案の評価・検討 

 当社取締役会は、公正な外部専門家の助言・答申を受け、当該大規模買付者および大規模買付行為の

具体的内容や、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益に与える影響などを評価・検討し、買収提案

者が必要な情報の提供を行った日より60日以内（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社

全株式の買付けの場合）または90日以内（その他の買収提案の場合）に、取締役会としての意見を取り

まとめて開示することといたします。なお、助言・答申を受ける外部専門家は、それぞれ当社とは利害

関係を有しない独立した金融機関、弁護士、公認会計士、学者その他の有識者の中から、必要に応じて

複数の専門家を選定するものといたします。 



③本ルールが遵守された場合の対応方針 

 買収提案者が本ルールを遵守して買収提案を行った場合には、当社取締役会は、原則として当該買収提案

に対する対抗措置はとらないものといたします。ただし、当該買収提案に反対の場合には、反対意見を表明

したり代替案を提示する等の方法を講ずることはあり得るものとし、特に当社の企業価値を著しく損なうと

取締役会が判断する場合には、多数の株主の利益を守るために必要な措置を講ずることまでをも否定するも

のではありません。この場合、当社取締役会は当該判断に至った理由等を開示するものといたします。 

④本ルールが遵守されなかった場合の対抗措置 

 買収提案者が本ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社株主の利益保護を目的として、株主

分割、新株予約権の発行、新株の発行等法律および定款が取締役会の権限として認める措置をとり、買収提

案に対抗することがあり得ます。当社取締役会が、具体的対抗措置として一定の基準日現在の株主に対して

株式分割を行う場合の分割比率は、株式分割１回につき当社株式１株を 大５株にする範囲で決定すること

といたします。また、具体的対抗措置として株主割当により新株予約権を発行する場合の概要は別紙記載の

とおりといたします。なお、実際に新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主

グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間お

よび行使条件を設けることがあります。 

⑤本ルールの有効期間 

 本ルールの有効期間は原則として取締役の任期に合わせるものとし、 初の有効期間については平成21年

３月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとします。その後については取締役選任

議案が上程される２年毎の定時株主総会において改めて定時株主総会の承認を得るものといたします。 

 当然のことながら、有効期間中といえども、当社株主全体の利益保護の観点から、必要がある場合には、

本ルールの内容を随時見直すことができるものとし、廃止および変更等についてその都度定時株主総会の承

認を得ることといたします。なお、法律の改正が実施される等、本ルールの内容について緊急に改定する必

要が生ずる場合および事務手続きに係る詳細部分の改定を必要とする場合には、取締役会において合理的な

範囲内に限り必要事項の改定を行うことができるものとします。その場合、取締役会は当該改定内容および

理由について遅滞なく開示するものとし、改定後 初に開催される定時株主総会において報告を行うものと

します。 

  



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社および連結子会社）が判

断したものであります。 

(1) 新製品開発について 

 当社グループは、研究開発活動を積極的に展開し、シール製品業界においては先駆的な役割を果たしておりま

す。そして、将来の成長のためにも、新製品開発および販売強化が一層重要であることを認識しております。しか

しながら、研究開発テーマの全てが順調に進捗し、その製品化が実現できるものでは必ずしもありません。途中で

開発を断念したり、予測通りの販売量を確保できない場合もあり得るものであります。新製品開発の結果次第では

、当社グループの業績および財政状態に影響を与える場合があります。 

(2) 石綿問題について 

 当グループは、2006年９月１日施行の労働安全衛生法施行令による「アスベスト全面禁止」に先立ち、2006年７

月31日をもって一切の石綿製品の供給を停止いたしました。石綿代替品の品揃えは他社に先駆け完了しております

ので、今後は強力な販売活動を展開していく所存であります。 

 2006年３月27日施行の「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく被害者救済策が講じられております

が、当社の対応といたしましては、以下の措置を継続して講じております。 

・石綿関連の質問や相談に応じるための「アスベスト相談窓口」の開設。 

・従業員および元従業員のうち、希望された方への健康診断の実施。 

・当社ホームページでのアスベストに関する情報の開示。 

 当社規定による補償金や見舞金の支払いは、当期の発生がピークとなり来期以降は減少するものと予想され、よ

り限定的なものとなります。 

 なお、現在までのところ、健康障害が出ているのは、当社または当社関連会社の元従業員の方のみであり、当社

または当社関連会社の工場の周辺住民の方で、石綿による健康被害を受けたと申し出られた方は確認されておりま

せん。 

(3) 為替相場の変動について 

 当社グループは、海外現地法人による生産および販売を通じて、多くの輸出入取引を行なっております。取引に

伴う為替の変動リスクについては、これを極小にすべく細心の注意を払っておりますが、そのリスクの全てを完全

に排除することは不可能であり、場合によっては、当社グループの業績および財政状態に影響を与える場合があり

ます。 

(4) 海外進出に潜在するリスクについて 

 当社グループは、生産および販売活動の一部を、米国および中国を始めとする東南アジア等の海外で行なってお

り、生産および販売のための現地法人の設立、現地企業への投資を行なう等の方法により海外市場への事業進出を

行なっております。これら海外進出には、①現地政府による突発的な法規制、②政治的、経済的または社会的な混

乱、③雇用環境の悪化等のリスクが含まれております。これらの事象は、当社グループの業績および財政状態に影

響を与える場合があります。 

(5) 他社との業務提携等の成否について 

 当社グループは、新製品開発力の強化はもとより、アライアンスによる製品ラインアップの充実を目的に、製品

販売機能を強化するための業務提携を積極的に行なっております。今後も引き続きこの方針を進めていく予定です

が、当初は想定していなかった事情によって提携先との相互不一致が生じる可能性もあり、その場合には、当初予

測通りの結果を得ることはできず、当社グループの業績および財政状態に影響を与える場合があります。 

(6) 製品の欠陥について 

 当社グループでは、厳格な品質管理基準に従い製品の製造を行なっておりますが、全ての個々の製品についての

欠陥の発生およびそれに起因する事故の発生の可能性を払拭することはできません。また、製造物責任保険（ＰＬ

保険）への加入により事故の影響を 小化するように考えておりますが、当社グループが負担する 終的な賠償額

の全てを担保することができるという保証はありません。多額の賠償に繋がるような製品の欠陥の発生は、ブラン

ドに大きな損失を与え、その結果として売上高の減少、収益の悪化原因となり、当社グループの業績および財政状

態に影響を与える場合があります。 

  



５【経営上の重要な契約等】 

(提出会社) 

(1) 技術提携契約 

真空ゲートバルブのシール材に関する技術提携契約等 

(2) 製品売買契約 

独占販売権の保有契約 

① 相手方の名称 スイス国VAT社(VAT Vakuumventile AG) 

② 契約品目 半導体製造装置用ゲートバルブのスペアゲートに搭載するシール材特殊成形技術の供与と

これらに関連する諸契約 

③ 契約内容 技術供与などを柱とする包括的な業務提携 

④ 契約期間 自 2001年８月22日 至 2008年６月30日 

① 相手方の名称 米国ガーロック社(GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES,LLC） 

② 契約品目 当社及びガーロック社の主要ブランド製品 

③ 契約内容 ガーロック社がアメリカ(北米、南米及び中米)における当社主要ブランド製品の独占販売

権を、当社が日本、韓国、台湾におけるガーロック社主要ブランド製品の独占販売権をそ

れぞれ保有する契約 

④ 契約期間 自 2003年７月11日 至 2006年７月10日 

(満了日以降は１年毎の自動更新） 



６【研究開発活動】 

 当社グループ(当社および連結子会社)は、高度なシール技術と機能樹脂加工技術を核としたトータルシールエンジ

ニアリングにより市場ニーズに基づく、スピードを重視した製品開発、技術開発を行なっております。 

 当連結会計年度においては、当社グループ長期戦略「ＢＥＧＩＮ ∞ ２０１０プラン」および第３次中期経営計画

「New Valqua Stage Three」（ＮＶ・Ｓ３）に基づき、半導体、情報通信、環境、エネルギーなど成長分野を対象に

、ふっ素樹脂、エラストマー、無機物などの各種素材からの加工品の設計と材料加工技術、評価技術を活かして、顧

客の高度な要求に答えることができる高機能製品を開発する一方で、より長期的な視点に立った研究を行なってまい

りました。開発スピードの向上を図るべく、事業部、開発部門、生産子会社が一体となった開発を推進するとともに

、顧客、大学、原料メーカー、加工メーカーとの共同開発の推進を図っております。また、中国市場においても、現

地の研究開発拠点を活用し中国市場向けの製品開発を推進しております。 

 当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は１１億２千３百万円であります。各製品事業毎の研究開発の

概要は次のとおりでありますが、研究開発費の金額については、研究テーマが事業部門をまたがっている等のため、

記載を省略しております。 

(１)プラント・機器関連製品事業  

 当社グループでは、非石綿で高温でも熱劣化や経時劣化しないシートガスケット「ブラックハイパー」など非石綿

製品開発を進めてまいりましたが、当連結会計年度では社会的な要請に答え、顧客の非石綿製品への切り替えを支援

するために、使用流体への適合性の評価や、非石綿製品の交換時期を予測するための寿命評価・解析に取り組んでお

ります。ガスケット、グランドパッキンの全製品の非石綿化ラインアップはすでに整備されておりますが、引き続き

、一層の性能向上を図るべく改良・開発を継続しております。 

(２)機能樹脂製品事業 

 半導体製造装置関連ならびに情報通信関連のふっ素樹脂成型製品、電子・電気関連の複合材料、ＯＡ機器関連、そ

して昨年度から取り組んでいる環境対応製品などの高機能樹脂応用製品の開発を継続して行なっております。主な成

果としては、ＯＡ（パソコン、プリンター等）向けの新規ふっ素樹脂チューブ製品および機能膜の応用展開があげら

れます。 

(３)エラストマー製品事業 

 エラストマー材料の高機能化のため、材料 適化技術およびシール設計技術を駆使し、顧客の使用条件の高度化に

対応した製品を開発してまいりました。主な成果としては、半導体製造装置用に使用される、新規ＦＦＫＭシール材

（FLUORITZ-TR）を上市し、製品ラインアップに追加いたしました。 

(４)自動車関連部品事業 

 自動車関連部品事業は、生産統括部とグループ会社の㈱バルカーエラストマーを中心に、コストダウンと品質向上

のための生産技術開発、製品開発を行なっております。 

(５)真空関連製品事業 

 先端産業開発部とグループ会社のバルカーセイキ㈱を拠点として、真空機器の設計、加工技術開発や製品開発を行

っております。主な成果としては、当社グループのコア技術であるシール設計技術を活用し高性能でコスト競争力の

ある太陽電池製造装置用大型のゲートバルブの開発があげられます。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 経営成績の分析 

① 概要 

 当連結会計年度の経済状況は、公共投資が減少基調を示すなかで、輸出型産業を中心とした企業収益の改善に

基づく旺盛な民間設備投資が牽引し、堅調な成長を続けました。 

 このような環境の下、当社グループは、２００５年度よりの第３次中期経営計画「New Valqua Stage Three」

（ＮＶ・Ｓ３）に掲げた目標の達成に向けて、収益拡大および経営基盤の整備に邁進いたしました。 

 収益拡大に向けては、製品ラインアップの充実を一段と推し進めるとともに、アライアンスパートナーである

米国のガーロック・シーリング・テクノロジーLLCとの合弁でメタルシール材販売会社「バルカー・ガーロック 

・ジャパン株式会社」を設立するなど販売体制の強化を図りました。 

 一方、経営基盤の整備については、“人材開発と組織の活性化こそがさらなる発展の要諦”との認識のもと、

前期に完成したＭ・Ｒ・Ｔセンター内の「人材開発センター」を中心に研修の充実を図るとともに、“セールス

エンジニア認定制度の導入による営業職社員の強化”、“スペシャリスト職制度の制定によるスキルの向上”な

どの人事制度の整備を行ないました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高、利益ともに前期を上回りました。 

② 売上高の概況 

 売上高につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要」と「２ 生産、受注及び販売の状況」に記

載のとおりであります。 

③ 営業利益 

 売上原価は、売上高の増加に伴い、前期に比べ１９億２千万円増の２９６億１百万円（６.９％増）となりま

した。売上原価率においては、生産効率の改善や総コストの削減に努めた結果、前期に比べ０.４ポイント改善

し６６.６％となりました。 

 販売費及び一般管理費は、前期に比べ６億１千１百万円増の１０７億４千１百万円（６.０％増）となりまし

た。これは主に、「New Valqua Stage Three（ＮＶ・Ｓ３）」の経営戦略に掲げている研究開発投資・海外事業

の強化・事業領域の拡大等のための積極的な人材採用による人件費の増加等によるものであります。販売費及び

一般管理費比率は経費削減に努めた結果、前期とほぼ横這いの２４.２％となりました。 

 これらの結果、営業利益は、前期に比べ６億７百万円増の４０億９千万円（１７.５％増）となり、売上高営

業利益率は、前期の８.４％から９.２％に上昇しました。 

④ 経常利益 

 営業外損益は、前期の△５千９百万円（純額）から△６千４百万円（純額）となりました。 

 これらの結果、経常利益は、前期に比べ６億２百万円増の４０億２千５百万円（１７.６％増）となり、売上

高経常利益率は、前期の８.３％から９.１％に上昇しました。 

⑤ 当期純利益 

 特別損益は、前期の△１１億４千８百万円（純額）から、△１０億７千２百万円（純額）となりました。これ

は主に、資産の廃棄費用および製品等各種補償費用より発生した特別損失８億２千６百万円を計上したことによ

るものであります。この結果、税金等調整前当期純利益は、前期に比べ６億７千８百万円増の２９億５千２百万

円（２９.８％増）となりました。 

 これらの結果、当期純利益は、前期に比べ８億３千１百万円増の２６億７千３百万円（４５.１％増）となり 

、総資産純利益率（ＲＯＡ）および自己資本純利益率（ＲＯＥ）は、前期に比べそれぞれ２.１ポイント、２.９

ポイント改善し７.０％、１２.８％を達成しました。 

(2) 財政状態の分析 

 当連結会計年度の連結貸借対照表における総資産は、前期末に比べ１０億８千５百万円増加して３８８億１千３

百万円となりました。純資産は、２４億８百万円増加し、２２４億３千２百万円となり、自己資本比率は前期末の

５２.２％から５６.７％に増加しました。 

 増減の主な内容は、流動資産では売上債権で８億８千７百万円の増加と、たな卸資産の２億３千万円の減少があ

りました。固定資産では、不動産の売却等もあり有形固定資産全体で３億４千９百万円減少しました。 

 一方、投資その他の資産では、投資有価証券が３億３千６百万円、その他が２億８百万円増加しました。 

 流動負債および固定負債では、長期・短期借入金を返済した結果、借入金全体で１３億９千７百万円減少しまし

た。また、買掛債務が７億３千３百万円増加し、固定負債のその他で３億１千８百万円の減少がありました。 

 純資産では、ストックオプションの権利行使等により資本金が１億７千９百万円、資本剰余金が１億７千８百万

円増加しました。 



(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期と比べ１億９千６百万円増加の３５億２千万円（５.９％

増）となりました。この増加要因は、フリーキャッシュフローを高め、流動性の安定向上と内部留保の確保に努め

た結果によるものであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、３６億４千４百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益２９億５千２百万円、非資金費用である減価償却費１１億３千３百万円、

売上債権の増加による８億２千万円、仕入債務の増加による６億８千万円、たな卸資産の減少２億５千８百万円等

によるものであります。 

 この結果、営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前期に比べ２千２百万円減少しました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、１６億８千３百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出８億７千３百万円、投資有価証券の取得による支出６億５千７百万

円、本社事務所移転による敷金の支出等３億７千６百万円等があり、一方、長期貸付金の回収１億１千７百万円や

有形固定資産や投資有価証券の売却による収入１億２千１百万円がありました。 

 この結果、投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、前期に比べ９億２千６百万円増加しました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、１７億８千４百万円となりました。 

 これは主に、借入金の返済１３億８千７百万円と少数株主を含めた配当金の支払い７億７千５百万円のほか、株

式の発行による収入３億５千７百万円等によるものであります。 

 この結果、財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前期に比べ６億１千３百万円減少しました。 

(4) 戦略的現状と見通し 

 当社グループは、これまで長期ビジョン「ＢＥＧＩＮ ∞ ２０１０プラン」の実現に向けて、多様な経営施策を

実行してまいりました。平成15年３月期までの３ヵ年で第１次中期経営計画「New Valqua Stage One（ＮＶ・Ｓ１

）」、平成17年３月期までの２ヵ年で第２次中期経営計画「New Valqua Stage Two（ＮＶ・Ｓ２）」をそれぞれ策

定し、「技術とブランド力を基盤に顧客価値を創造し続ける企業」を目指し、経営体質の整備強化に向けて積極果

敢な挑戦を行ないました。さらに、平成19年３月期までの２ヵ年においては、「次なる大飛躍に向けた確固たる基

盤作り」をテーマに、「New Valqua Stage Three（ＮＶ・Ｓ３）」のもと、収益の拡大と経営基盤の強化を図って

まいりました。 

 平成20年３月期から平成22年３月期の３ヵ年では、第４次中期経営計画「New Valqua Stage Four（ＮＶ・Ｓ４ 

）」を策定し、 

① 新たな成長に向かっての選択と集中 

② 技術力の強化による事業の創出と高度化 

③ ＣＳＲ経営の推進 

④ 成長を担う人材のさらなる強化 

という経営基本方針を掲げ、「Value ＆ Quality＝企業価値の創造と経営品質の向上」への妥協なき挑戦を続けて

まいります。 

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について 

 当社グループを取り巻く経営環境につきましては、「第２ 事業の状況 ３ 対処すべき課題」と「４ 事業等

のリスク」に記載のとおりであります。 

 今後の方針としましては、第４次中期経営計画「New Valqua Stage Four」（ＮＶ・Ｓ４）で掲げた戦略と施策

を積極かつ果敢に実施、外部環境に左右されにくい企業体質・収益構造を具現化し、掲げた目標の達成に邁進する

所存であります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループの設備投資につきましては「選択と集中」の戦略のもと、重点戦略事業(製品)を中心としたグループ

全体の投資効率を勘案し実施しております。 

 当連結会計年度は、ファイバー製品等のプラント・機器関連製品事業、半導体産業向けの高機能ふっ素ゴム等のエ

ラストマー製品事業および素材関連製品等の機能樹脂製品事業を中心に、全体で１０億５千６百万円(完工ベース)の

設備投資を実施しました。 

 事業部門別の投資内容につきましては、以下のとおりであります。 

 プラント・機器関連製品事業では、中国の生産子会社であるバルカーシール(上海)有限公司において、ノンアスシ

ート製造設備の導入やシール研究所設備の拡充を行ないました。 

 機能樹脂製品事業では、当社の研究開発の試験設備や上海バルカーふっ素樹脂製品有限公司の素材の製造および加

工設備の更新・新設を行ないました。 

 エラストマー製品事業では、当社の研究開発の試験設備や㈱バルカーエラストマー、㈱バルカー シール ソリュー

ションズおよび九州バルカー㈱のゴム製品製造設備や金型の更新・新設を行ないました。 

 真空関連製品事業では、バルカーセイキ㈱の製造および試験設備の更新・新設を行ないました。 

(事業部門)   (当連結会計年度)

プラント・機器関連製品事業   582百万円

機能樹脂製品事業   155百万円

エラストマー製品事業   238百万円

真空関連製品事業   58百万円

その他   21百万円

合計   1,056百万円



２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費

税等は含んでおりません。 

２ 主要な設備で現在休止中のものはありません。 

３ 従業員数の( )は、平成19年3月31日現在の臨時従業員数を外書きしております。 

４ 提出会社の研究所等の中には、子会社に対する次の賃貸設備が含まれております。 

５ 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。 

  (平成19年3月31日現在)

事業所名 
(所在地) 

事業部門等 設備の内容 

帳簿価額(百万円) 
従業員数 
(名) 建物 

及び構築物 
機械装置 
及び運搬具 

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

大阪事業所 

(大阪府大阪市西区) 

西日本地区の

販売業務 
販売設備 871 － 

1 

(0)
5 878 

71 

(9)

研究所等 

(奈良県五條市等) 

各事業の研究

等 

研究設備 

賃貸設備 
2,173 327 

1,523 

(109)
209 4,234 

70 

(2)

外注委託生産工場 

(大阪府八尾市) 

プラント・機

器関連製品事

業 

プラント・機

器関連製品設

備 

107 47 
717 

(4)
6 878 

－ 

(－)

外注委託生産工場 

(愛知県新城市) 

自動車関連部

品事業 

自動車関連部

品生産設備 
217 0 

87 

(34)
0 306 

－ 

(－)

Ｍ・Ｒ・Ｔセンター 

(東京都町田市) 

機能樹脂製品

事業 

販売、生産、

研究開発及び

人材開発設備 

2 － 
957 

(16)
10 969 

66 

(14)

向ヶ丘社宅等 

(神奈川県川崎市等) 
その他 

厚生施設社宅

等 
203 － 

97 

(9)
4 305 

－ 

(－)

所在地 

帳簿価額(百万円) 

建物 
及び構築物 

機械装置 
及び運搬具 

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

福島県東白川郡棚倉町他 58 0 
9 

(5)
8 77 

奈良県五條市 1,170 1 
1,197 

(39)
0 2,369 

福岡県飯塚市 223 － 
286 

(54)
0 510 

鹿児島県志布志市他 123 0 
29 

(10)
1 154 

事業所名(所在地) 事業部門等 設備の内容 
年間賃借料及び 
リース料(百万円) 

従業員数 
(名) 

本社、東京事業所 

（東京都新宿区） 
― 事務・販売設備 156 116 

Ｍ・Ｒ・Ｔセンター 

(東京都町田市) 
機能樹脂製品事業 

販売、生産、研

究開発及び人材

開発設備 

120 66 



(2) 国内子会社 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費

税等を含んでおりません。 

２ 主要な設備で現在休止中のものはありません。 

３ 従業員数の( )は、平成19年3月31日現在の臨時従業員数を外書きしております。 

４ 土地の［ ］は、賃借している土地の面積を外書きしております。 

５ 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。 

(3) 在外子会社 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品並びに建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消 

      費税等は含んでおりません。 

２ 主要な設備で現在休止中のものはありません。 

３ 従業員数の( )は、平成19年3月31日現在の臨時従業員数を外書きしております。 

４ 土地の［ ］は、賃借している土地の面積を外書きしております。 

  (平成19年3月31日現在)

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業部 
門等 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 
従業員数 
(名) 建物 

及び構築物 
機械装置 

及び運搬具 
土地 

(面積千㎡) 
その他 合計 

㈱バルカー  

シール ソリ

ューションズ 

本社工場 

(奈良県五條市) 

エラスト

マー製品

事業 

生産設備 8 1 
－ 

[39]
50 60 

34 

(65)

貸与設備 

(愛知県新城市) 

自動車関

連部品事

業 

生産設備 18 131 
－ 

[－]
36 186 

－ 

(－)

㈱バルカーエ

ラストマー 

棚倉工場 

東工場 

(福島県東白川

郡棚倉町他) 

エラスト

マー製品

事業 

生産設備 30 73 
－ 

[5]
70 174 

91 

(22)

バルカーセイ

キ㈱ 

本社工場 

(愛知県新城市) 

真空関連 

製品事業 
生産設備 240 80 

343 

(7)
34 699 

48 

(21)

貸与設備 

(静岡県浜松市) 

真空関連 

製品事業 

研究開発

設備 
192 9 

－ 

[－]
1 204 

－ 

(－)

九州バルカー

㈱ 

本社工場 

(福岡県飯塚市) 

エラスト

マー製品

事業 

生産設備 0 10 
－ 

[54]
19 30 

45 

(1)

会社名 事業部門等 設備の内容 
年間リース料 
(百万円) 

リース契約残高 
(百万円) 

㈱バルカー シール ソ

リューションズ 

エラストマー製品事業 

自動車関連部品事業 
生産設備 85 262 

  (平成19年3月31日現在)

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業部 
門等 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 
従業員数 
(名) 建物 

及び構築物 
機械装置 
及び運搬具 

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

上海バルカー

ふっ素樹脂製

品有限公司 

本社工場 

(SHANGHAI 

CHINA) 

機能樹脂

製品事業 
生産設備 167 152 

－ 

(－)

[11]

24 344 
107 

(13)

バルカーイン

ダストリーズ

(タイランド)

リミテッド 

本社工場 

(SAMUTPRAKARN 

THAILAND) 

プラン

ト・機器

関連製品

事業 

生産設備 32 71 
19 

(11)
12 136 

116 

(2)

台湾バルカー

工業股份有限

公司 

本社工場 

(KAOHSIUN 

GHSIEN TAIWAN) 

プラン

ト・機器

関連製品

事業 

生産設備 56 7 
9 

(8)
2 75 

37 

(－)

バルカーシー

ル(上海)有限

公司 

本社工場 

(SHANGHAI 

CHINA) 

プラン

ト・機器

関連製品

事業 

生産設備 616 748 

－ 

(－)

[28]

161 1,527 
269 

(17)



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループの設備計画については、平成１９年４月より３年間にわたる中期経営計画(ＮＶ・Ｓ４)の生産計画、

需要予測、キャッシュ・フロー計画、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は、

原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、グループ全体の設備投資の効率化を図るため、当社より連結子

会社に一部設備の貸与を行なっております。 

 当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る設備投資予定額は３８億円であり、その所要資金

は自己資金及び借入金で充当する予定であります。 

(1) 重要な設備の新設等 

 （注） ※の設備につきましては、リース契約を締結する計画が含まれております。 

(2) 重要な設備の除却等 

 重要な設備の売却・除却等の計画はありません。 

会社名 事業所名 所在地 事業部門等 設備の内容 

投資予定金額 
資金調達 
方法 

着手年月 
完了予定 
年月 

完成後の 
増加能力 総額 

(百万円) 
既支払額 
(百万円) 

当社 
研究所等 

  

奈良県五

條市他 

各事業の研

究等 

研究開発及び

情報化関連設

備等  ※ 

1,748 － 自己資金 
平成19年

4月 

平成20年

3月 
－ 

上海バルカー

ふっ素樹脂製

品有限公司 

本社工場 
SHANGHAI 

CHINA 

機能樹脂製

品事業 
生産設備 807 － 自己資金 

平成19年

4月 

平成20年

3月 

生産能力 

50％増加 

㈱バルカー  

シール ソリ

ューションズ 

本社工場 
奈良県五

條市  

エラストマ

ー製品事業 
生産設備 ※ 283 － 自己資金 

平成19年

4月 

平成20年

3月 
若干の増加 

バルカーシー

ル(上海)有限

公司  

本社工場 
SHANGHAI 

CHINA 

プラント・

機器関連製

品事業  

生産設備  223 20 
長期借入

金 

平成19年

4月 

平成20年

3月 
若干の増加 

研究所  
SHANGHAI 

CHINA 

各事業の研

究 

研究開発設

備  
38 － 

長期借入

金 

平成19年

4月 

平成20年

3月 
－ 

九州バルカー

㈱  
本社工場 

福岡県飯

塚市  

エラストマ

ー製品事業 
生産設備  261 － 自己資金 

平成19年

4月 

平成20年

3月 
若干の増加 

㈱バルカーエ

ラストマー 

棚倉工場 

東工場 

福島県東

白川郡棚

倉町他 

エラストマ

ー製品事業 
生産設備 ※ 211 － 自己資金 

平成19年

4月 

平成20年

3月 
若干の増加 

バルカーセイ

キ㈱ 
本社工場 

愛知県新

城市  

真空関連製

品事業  
生産設備 ※ 96 1 

長期借入

金 

平成19年

4月 

平成20年

3月 
若干の増加 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により 

発行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 340,000,000 

計 340,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成19年６月21日) 

上場証券取引所名また 
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 90,998,668 91,871,668 
東京証券取引所 

市場第一部 
― 

計 90,998,668 91,871,668 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

 （注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価格で普通株式を発行するときは、次の算式によ

り発行価格を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成14年６月27日) 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 302 (注)１ ― (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 302,000 ― 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 154 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日 

至 平成19年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   154 

資本組入額   77 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社または当社の

子会社の取締役もしくは当社従

業員たる地位を失った後も、こ

れを行使することができる。ま

た、対象者が死亡した場合は、

相続人がこれを行使することが

できる。 

 この他、権利行使の条件は、

本株主総会決議および取締役会

決議に基づき、当社と対象者と

の間で締結する権利付与契約に

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 対象者は、付与された権利を

第三者に譲渡、質入れその他の

処分をすることができない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― 同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― 同左 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の普通株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



 （注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価格で普通株式を発行するときは、次の算式によ

り発行価格を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成15年６月18日) 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 1,445 (注)１ 1,147 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,445,000 1,147,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 306 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年７月１日 

至 平成20年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    306 

資本組入額   153 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社または当社の

子会社の取締役もしくは当社監

査役または当社従業員たる地位

を失った後も、これを行使する

ことができる。また、対象者が

死亡した場合は、相続人がこれ

を行使することができる。 

 この他、権利行使の条件は、

本株主総会決議および取締役会

決議に基づき、当社と対象者と

の間で締結する権利付与契約に

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 対象者は、付与された権利を

第三者に譲渡、質入れその他の

処分をすることができない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― 同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― 同左 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の普通株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



 （注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価格で普通株式を発行するときは、次の算式によ

り発行価格を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成16年６月17日） 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 1,961 (注)１ 1,688 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,961,000 1,688,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 283 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成21年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    283 

資本組入額   142 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社または当社の

子会社の取締役もしくは当社監

査役または当社従業員たる地位

を失った後も、これを行使する

ことができる。また、対象者が

死亡した場合は、相続人がこれ

を行使することができる。 

 この他、権利行使の条件は、

本株主総会決議および取締役会

決議に基づき、当社と対象者と

の間で締結する権利付与契約に

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 対象者は、付与された権利を

第三者に譲渡、質入れその他の

処分をすることができない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― 同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― 同左 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の普通株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規株式数による増加株式数 



 （注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価格で普通株式を発行するときは、次の算式によ

り発行価格を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成17年６月21日） 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 2,090 (注)１ 2,090 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,090,000 2,090,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 339 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月１日 

至 平成22年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    339 

資本組入額   170 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社または当社の

子会社の取締役もしくは当社監

査役または当社従業員たる地位

を失った後も、これを行使する

ことができる。また、対象者が

死亡した場合は、相続人がこれ

を行使することができる。 

 この他、権利行使の条件は、

本株主総会決議および取締役会

決議に基づき、当社と対象者と

の間で締結する権利付与契約に

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 対象者は、付与された権利を

第三者に譲渡、質入れその他の

処分をすることができない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― 同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― 同左 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の普通株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規株式数による増加株式数 



 （注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価格で普通株式を発行するときは、次の算式によ

り発行価格を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成18年６月20日） 

  
事業年度末現在 

(平成19年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日) 

新株予約権の数（個） 2,373 (注)１ 2,373 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,373,000 2,373,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 406 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年８月１日 

至 平成23年７月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    406 

資本組入額   203 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社または当社の

子会社の取締役もしくは当社監

査役または当社従業員たる地位

を失った後も、これを行使する

ことができる。 

 この他、権利行使の条件は、

本株主総会決議および取締役会

決議に基づき、当社と対象者と

の間で締結する権利付与契約に

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 対象者は、付与された権利を

第三者に譲渡、質入れその他の

処分をすることができない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― 同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― 同左 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の普通株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規株式数による増加株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注) １ 新株予約権の行使による増加であります。 

２ 平成19年４月１日から平成19年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が873千株 

、資本金が107百万円及び資本準備金が107百万円増加しております。 

(5）【所有者別状況】 

 （注) １ 自己株式329,434株は「個人その他」に329単元及び「単元未満株式の状況」に434株を含めて記載しており

ます。なお、自己株式329,434株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は328,434

株であります。 

２ 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額

(百万円) 

資本金残高 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成15年４月１日～ 

平成16年３月31日(注)１ 
552,000 86,563,668 53 13,154 52 3,398 

平成16年４月１日～ 

平成17年３月31日(注)１ 
1,190,000 87,753,668 113 13,267 112 3,510 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日(注)１ 
1,668,000 89,421,668 167 13,435 167 3,677 

平成18年４月１日～ 

平成19年３月31日(注)１ 
1,577,000 90,998,668 179 13,614 178 3,855 

  (平成19年３月31日現在)

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

単元未満 
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 
個人以外 個人 

株主数(人) ― 54 39 228 48 2 11,577 11,948 ― 

所有株式数 

(単元) 
― 31,103 1,112 15,072 4,211 27 38,550 90,075 923,668 

所有株式数 

の割合(％) 
― 34.52 1.23 16.73 4.67 0.03 42.82 100.00 ― 



(6）【大株主の状況】 

 （注）１ 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託口４に係る株式数 

      1,321千株を含んでおります。 

    ２ 上記住友信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は306千株であります。 

  (平成19年３月31日現在)

氏名または名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社

（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 8,776 9.64 

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信

託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,324 4.75 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 2,689 2.96 

ステート ストリート 

バンク アンド トラ

スト カンパニー 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.BOX 518 IFSC DUBLIN,IRELAND 2,398 2.63 

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 2,306 2.53 

瀧澤 利一 東京都世田谷区 1,637 1.80 

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目６番３号 1,617 1.78 

株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行 
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,452 1.60 

日興シティ信託銀行株

式会社（投信口） 
東京都品川区東品川二丁目３番１４号 1,450 1.59 

ダイキン工業株式会社 
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 

梅田センタービル 
1,425 1.57 

計 ― 28,076 30.85 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権４個）含

まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。 

自己保有株式      434株 

②【自己株式等】 

 （注）株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  (平成19年３月31日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式      328,000 
― 

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式   89,747,000 89,747 同上 

単元未満株式 普通株式      923,668 ― 同上 

発行済株式総数 90,998,668 ― ― 

総株主の議決権 ― 89,747 ― 

  (平成19年３月31日現在)

所有者の氏名 
または名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数の 
合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

（自己保有株式） 

日本バルカー工業株式会社 

東京都新宿区西新宿 

二丁目１番１号 
328,000 ― 328,000 0.36 

計 ― 328,000 ― 328,000 0.36 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

 当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20並びに商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の

取締役並びに当社従業員に対し新株予約権を無償で発行することを、平成14年６月27日の定時株主総会において

特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価額で普通株式を発行するときは、次の算式により

発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日 平成14年６月27日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 ４ 

当社執行役員及び執行役員待遇 10 

当社従業員及び子会社取締役 37 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



 当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20並びに商法第280条ノ21の規定に基づき、当社または当社の子会

社の取締役もしくは当社監査役または従業員に対し新株予約権を無償で発行することを、平成15年６月18日の定

時株主総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価額で普通株式を発行するときは、次の算式により

発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20並びに商法第280条ノ21の規定に基づき、当社または当社の子会

社の取締役並びに従業員もしくは当社監査役に対し新株予約権を無償で発行することを、平成16年６月17日の定

時株主総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価額で普通株式を発行するときは、次の算式により

発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日 平成15年６月18日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 ４ 

当社監査役 ４ 

当社執行役員 ９ 

当社従業員及び子会社取締役 45 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

決議年月日 平成16年６月17日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 ４ 

当社監査役 ４ 

当社執行役員 13 

当社従業員並びに子会社取締役及び従業員 50 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



 当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20並びに商法第280条ノ21の規定に基づき、当社または当社の子会

社の取締役並びに従業員もしくは当社監査役に対し新株予約権を無償で発行することを、平成17年６月21日の定

時株主総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価額で普通株式を発行するときは、次の算式により

発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、執行役員および

従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対し新株予約権を無償で発行することを、平成18年６月20日

の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権発行後に当社が株式の分割および時価を下回る価額で普通株式を発行するときは、次の算式により

発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日 平成17年６月21日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 ４ 

当社監査役 ４ 

当社執行役員及び執行役員待遇 13 

当社従業員並びに子会社役職員 49 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の普通株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

決議年月日 平成18年６月20日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 ４ 

当社監査役 ４ 

当社執行役員及び執行役員待遇 15 

当社従業員並びに子会社役職員 60 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
同上 

調整後 

払込価額 
＝ 

調整前 

払込価額 
× 

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の普通株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規株式数による増加株式数 



 当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、監査役、執行役員および

従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対し新株予約権を無償で発行することを、平成19年６月20日

の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所に

おける当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(１円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当

該金額が新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合は、その日に先立つ直近日における終値）を下回る

場合は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日 平成19年６月20日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 ４ 

当社監査役 ４ 

当社執行役員及び従業員並びに子会社取締役及び従業員 

（上記人数につきましては、平成19年６月より平成20年５月までの期間

において、取締役会が決定するため未定であります） 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 合計2,420,000株を上限とする。 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注） 

新株予約権の行使期間 割当日の翌日から２年を経過した日より３年以内とする。 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当

社の子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあるこ

とを要す。ただし、取締役、監査役、執行役員が任期満了により退任し

た場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではな

い。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りで

はない。 

 その他権利行使の条件は、本株主総会決議および取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に

定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定

めるところによる。 

代用払込みに関する事項  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 ― 

調整後 

払込価額 
＝ 

調整前 

払込価額 
× 

既 発 行 

株 式 数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の普通株式の株価 

既発行株式数＋分割・新規株式数による増加株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 
 

 (1)【株主総会決議による取得の状況】 

      該当事項はありません。 

  

  

 (2)【取締役会決議による取得の状況】 

      該当事項はありません。 

  

  

 (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

（注）当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 

買取りによる株式は含まれておりません。 

  

 (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 

買取りによる株式は含まれておりません。 

  

 【株式の種類等】 

  

 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び 

 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 
   

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 46,454 19,375,003 

当期間における取得自己株式  4,516 1,970,029 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額

（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株

式 
－ － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式 
－ － － － 

そ の 他 

（単元未満株式の売渡請求による売渡） 
4,602 1,861,618 1,234 537,950 

保有自己株式数 328,434 － 331,716 － 



３【配当政策】 

 当社グループは、安定的な経営成績の確保を図るとともに強固な経営基盤の確立に努め、株主の皆様に対する長期

安定的利益還元を経営の最重要課題としております。具体的には長期的な視点に立ち連結業績を考慮しながら配当を

実施するとともに、資本効率の向上を目的として自己株式の取得も適宜実施してまいります。配当と自己株式取得を

あわせた金額を「株主還元」と捉え、その連結純利益に対する比率の「株主還元性向」について５０％を目処として

利益還元に努める方針です。内部留保につきましては、将来の更なる発展のために研究開発投資、設備投資、情報基

盤投資等の必要な投資の資金需要に備える所存であります。 

 当社グループは、中間配当と期末配当の年２回の配当を行なうことを基本方針としております。 

 これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 当期の配当につきましては、中間配当金を１株につき４円００銭、期末配当金を１株につき６円００銭とし、前年

同期比２円増配の年10円配当といたしました。この結果、当期の配当性向は４５.７％となりました。 

 当社グループは「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる。」旨を

定款に定めております。 

 なお、当期に係る配当は以下のとおりであります。 

（注）１株当たり配当額には、創業80周年記念配当２円を含んでおります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

決議年月日 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額 

(円) 

平成18年11月７日 

取締役会決議 
361 4 

平成19年６月20日 

定時株主総会決議(注) 
544 6 

回次 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高(円) 264 335 350 448 478 

最低(円) 111 185 205 291 335 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高(円) 432 427 414 442 478 469 

最低(円) 388 377 395 396 430 422 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
(千株) 

取締役社長 

代表取締役 
  瀧 澤 利 一 昭和35年10月24日生 

昭和59年４月 大成建設株式会社入社 

注３  1,637 

昭和62年４月 当社入社 

平成６年10月 当社海外事業部副事業部長兼業

務部長 

平成７年６月 当社取締役海外事業部長兼同業

務部長 

平成８年６月 当社常務取締役社長室担当兼海

外事業部長兼同業務部長 

平成８年10月 当社取締役副社長〔代表取締

役〕、社長補佐兼社長室担当兼

海外事業部長 

平成８年11月 当社取締役社長〔代表取締役〕

(現任) 

専務取締役   黒 川 清 敬 昭和22年２月17日生 

昭和44年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三

井住友銀行)入社 

注３  88 

平成10年４月 同行本店支配人 

平成11年５月 当社顧問 

平成11年６月 当社常務取締役財務担当 

平成12年４月 当社常務取締役 

平成13年６月 当社専務取締役(現任) 

取締役   加 藤 慶 治 昭和14年11月28日生 

昭和37年３月 当社入社 

注３  30 

平成９年６月 当社取締役 

平成12年４月 当社取締役辞任 

  当社常務執行役員 

平成17年４月 当社専務執行役員 

平成19年６月 当社取締役(現任) 

取締役   長 瀬   洋 昭和24年７月18日生 

昭和52年４月 長瀬産業株式会社入社 

注３  5 

平成元年６月 同社取締役 

平成７年６月 同社常務取締役 

平成９年６月 同社専務取締役 

平成11年６月 同社代表取締役社長 

平成13年６月 同社代表取締役社長兼執行役員 

(現職) 

平成19年６月 当社取締役(現任) 

常勤監査役   楽 満   靖 昭和15年10月13日生 

昭和38年３月 当社入社 

注４  20 

平成８年６月 当社取締役機能樹脂事業部長 

平成10年４月 当社取締役営業統括部長 

平成11年６月 大成機材株式会社(現株式会社バ

ルカーテクノ)取締役社長 

平成13年６月 当社常勤監査役(現任) 

 



 （注) １ 取締役 長瀬 洋は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役 中神 啓四郎、中根 堅次郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

４ 監査役の任期は、平成16年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

５ 監査役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

６ 監査役の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

７ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な

人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。 

執行役員は16名で、専務執行役員３名、常務執行役員４名及び執行役員８名(この他、代表取締役社長瀧澤

利一がＣＥＯを兼務しております)で構成されております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 
(千株) 

監査役   森   嘉 昭 昭和17年２月16日生 

昭和40年３月 当社入社 

注５  25 

平成８年６月 当社取締役シール関連事業部長 

平成８年11月 当社取締役シール関連事業部長

兼生産調達事業部長 

平成９年４月 当社取締役技術部長兼総合研究

所長兼品質保証部長 

平成10年６月 当社取締役技術部長兼総合研究

所長兼品質保証部長兼真空市場

開発部担当兼研究開発担当 

平成11年６月 当社常務取締役技術・事業開発

担当 

平成12年６月 当社常勤監査役 

平成15年６月 当社監査役(現任) 

監査役   中 神 啓四郎 昭和12年２月20日生 

昭和48年４月 東京弁護士会に弁護士登録 

注４  16 平成２年４月 当社顧問弁護士(現任) 

平成７年６月 当社監査役(現任) 

監査役   中 根 堅次郎 昭和22年７月９日生 

昭和50年10月 公認会計士登録  

ー 

昭和52年７月 税理士登録  
昭和63年４月 清新監査法人代表社員(現職) 注６ 

平成15年７月 清新税理士法人代表社員(現職)  
平成18年６月 当社監査役(現任)  

計 1,822 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は経営環境が急激に変化するなか、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、公正かつ透明性のある企業

活動を進めるとともに、環境保全、安全に関する活動等を通じて、企業の社会的責任を全うすることを経営の重要課

題として位置付けております。 

(１) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の基本説明 

(a) 取締役、取締役会 

 当社は、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、取締役会の改革を行なうとともに執行役員

制度を導入し、取締役と執行役員の役割を分離した機動的なグループ経営体制を確立しており、取締役会は、

グループ全体の企業価値の向上を図るため意思決定及び業務執行の監督機関として位置付け、取締役会が決定

した経営方針・戦略に従って執行役員が業務を執行する責任を負うことといたしております。 

(b) 監査役会 

 当社は監査役制度採用会社であり、監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役３名（内、社外監査役２名）

の４名で構成され、取締役会、常務会、その他重要な会議に出席する他、重要な決裁書類の閲覧等により、取

締役及び執行役員の業務執行につき監査を行ない、経営に対する監視・監査機能を果たしております。 

 また、会計監査人との関係については、必要に応じて積極的に意見交換及び情報交換を行なうとともに、監

査の実施経過等についても適時報告を求めるなどの体制をとっております。 

 内部監査機能を果たす組織として取締役会に直属する内部監査室（２名）があり、同内部監査室とは、内部

監査の結果について報告を求めるなど、緊密な連携を図っております。 

② 会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表 

③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 当社の内部統制システムといたしましては、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制

を導入し、取締役と執行役員の役割を分離した機動的なグループ経営体制を確立いたしております。 

 取締役会は、グループ全体の企業価値の向上を図るための意思決定及び業務執行の監督機関として位置づけ、

取締役会が決定した経営方針・戦略に従って執行役員が業務を執行する責任を負うことといたしております。 

④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

 社外取締役１名を選任しておりますが、当該社外取締役が代表取締役社長を務めます長瀬産業株式会社とは原

料の売買に関する取引関係があります。 

 また、社外監査役２名のうち１名は弁護士を選任しておりますが、当社の顧問弁護士であります。 



⑤ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

 取締役会は原則として月１回の定例会議のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。こ

の他に、常勤の取締役及び監査役で構成される常務会が原則として毎週開催されております。 

 また、業務執行状況のレビューおよび月次方針を検討するために、毎月１回執行役員会議が開催されておりま

す。 

 監査役会については、原則として月１回開催されるとともに、必要に応じて内部監査室又は会計監査人との情

報交換を実施しております。 

⑥ 会計監査人の状況 

 当社は、会計監査人として新日本監査法人を選任し、公正不偏な会計監査を受けております。 

 当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、下記のとおりであ

ります。 

・業務を執行した公認会計士 

指定社員 業務執行社員： 石橋正紀、豊原弘行、阿部純也 

・会計監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ９名、会計士補等 ７名 

(２) リスク管理体制の整備の状況 

 当社は、「コンプライアンス委員会」を設置し、企業活動における法令遵守、社会倫理や道徳の尊重を規範と

して、全ての事業活動においてその徹底に努めております。その一環として「コンプライアンス・マニュアル」

を制定するとともに、役員及び従業員に周知徹底しております。 

 また、様々な危機発生時には随時「危機管理委員会」を開催し、対応することとしております。 

(３) 役員報酬の内容 

① 取締役及び監査役に支払った報酬 

取締役  ４名   167百万円（うち社外取締役１名 11百万円） 

監査役  ４名    35百万円（うち社外監査役２名 11百万円） 

② 利益処分による取締役及び監査役賞与金の支給額 

取締役  ４名    33百万円（うち社外取締役 3百万円） 

監査役  ４名    7百万円（うち社外監査役 1百万円） 

(４) 監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 21百万円 

上記以外の報酬では契約報酬として、7百万円があります。 

(５) 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要 

 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約の同意を得ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、あらかじめ定めた金額ま

たは法令が定める金額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締

役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。 

  



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき

、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成

しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、第106期事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき 

、第107期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)

及び当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連結財務諸表並びに第106期事業年度(平成17年

４月１日から平成18年３月31日まで)及び第107期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表

について、新日本監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  3,353 3,527 

２ 受取手形及び売掛金 ※７ 11,830 12,717 

３ たな卸資産  1,759 1,529 

４ 未収入金 ※７ 2,218 2,382 

５ 繰延税金資産  469 486 

６ その他  304 268 

７ 貸倒引当金  △15 △17 

流動資産合計  19,921 52.8 20,895 53.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※３ 11,874 11,768   

減価償却累計額  6,241 5,632 6,489 5,278 

(2) 機械装置及び運搬具 ※３ 6,142 6,159   

減価償却累計額  4,380 1,761 4,350 1,809 

(3) 工具器具備品  3,033 3,135   

減価償却累計額  2,431 602 2,482 653 

(4) 土地 ※３ 3,828 3,789 

(5) 建設仮勘定  133 78 

有形固定資産合計  11,958 31.7 11,609 29.9

２ 無形固定資産   544 1.4 434 1.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 3,196 3,533 

(2) 繰延税金資産  7 102 

(3) 前払年金費用  1,218 1,136 

(4) その他  928 1,136 

(5) 貸倒引当金  △49 △35 

投資その他の資産合計  5,302 14.1 5,873 15.2

固定資産合計  17,806 47.2 17,918 46.2

資産合計  37,727 100.0 38,813 100.0 

     
 



   
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  6,186 6,919 

２ 短期借入金   4,027 2,816 

３ １年以内返済予定 
長期借入金 

※３ 456 2,423 

４ 未払法人税等  217 247 

５ 賞与引当金  485 520 

６ 役員賞与引当金  ― 45 

７ その他  1,301 1,281 

流動負債合計  12,674 33.6 14,254 36.7

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※３ 2,519 365 

２ 繰延税金負債  961 527 

３ 退職給付引当金  314 318 

４ その他 ※４ 1,233 915 

固定負債合計  5,028 13.3 2,126 5.5

負債合計  17,703 46.9 16,380 42.2

(少数株主持分)    

少数株主持分  346 0.9 ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※５ 13,435 35.6 ― ―

Ⅱ 資本剰余金  3,679 9.8 ― ―

Ⅲ 利益剰余金  2,163 5.7 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 789 2.1 ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定  △321 △0.8 ― ―

Ⅵ 自己株式 ※６ △68 △0.2 ― ―

資本合計  19,677 52.2 ― ―

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 37,727 100.0 ― ― 

     
 



   
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 13,614 35.1

２ 資本剰余金  ― ― 3,858 10.0

３ 利益剰余金  ― ― 3,890 10.0

４ 自己株式  ― ― △87 △0.2

株主資本合計  ― ― 21,276 54.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差
額金 

 ― ― 865 2.2

２ 為替換算調整勘定  ― ― △146 △0.4

評価・換算差額等合計  ― ― 718 1.8

Ⅲ 新株予約権  ― ― 94 0.2

Ⅳ 少数株主持分  ― ― 342 0.9

純資産合計  ― ― 22,432 57.8

負債純資産合計  ― ― 38,813 100.0

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  41,293 100.0 44,433 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※５ 27,681 67.0 29,601 66.6

売上総利益  13,612 33.0 14,832 33.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員従業員給与手当  4,353 4,834   

２ 賞与引当金繰入額  291 336   

３ 役員賞与引当金繰入額  ― 45   

４ 退職給付費用  533 404   

５ 貸倒引当金繰入額  1 3   

６ 研究開発費 ※５ 1,112 1,113   

７ その他  3,837 10,130 24.6 4,003 10,741 24.2

営業利益  3,482 8.4 4,090 9.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  8 8   

２ 受取配当金  20 30   

３ 設備賃貸収益  121 141   

４ 連結調整勘定償却額  1 ―   

５ 負ののれん償却額  ― 1   

６ 持分法による投資利益  7 ―   

７ 為替差益  66 50   

８ その他  97 323 0.8 110 343 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  197 137   

２ 手形売却損  51 66   

３ 設備賃貸費用  88 118   

４ その他  45 383 0.9 85 408 0.9

経常利益  3,422 8.3 4,025 9.1

     
 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※１ 241 10   

２ 投資有価証券売却益  55 19   

３ その他  3 300 0.7 15 45 0.1

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産廃棄損 ※３ 80 213   

２ 固定資産売却損 ※２  ― 12   

３ 減損損失 ※４ 943 81   

４ たな卸資産廃棄損  58 192   

５  石綿疾病補償金 ※６ ― 311   

６ 製品補償損失  ― 109   

７ その他  365 1,449 3.5 198 1,118 2.6

税金等調整前当期 
純利益 

 2,274 5.5 2,952 6.6

法人税、住民税及び 
事業税 

 278 472   

法人税等調整額  108 386 0.9 △198 273 0.6

少数株主利益  45 0.1 5 0.0

当期純利益  1,842 4.5 2,673 6.0

     



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,511 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株式の発行   167 

２ 自己株式処分差益   0 167 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   3,679 

    

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,062 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益   1,842 1,842 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金   704 

２ 役員賞与   35 

(うち監査役賞与）   (5)

３ その他利益剰余金減少高 ※ 2 741 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   2,163 

    



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 (注) １ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

２ 平成18年12月に中間配当を実施しております。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

13,435 3,679 2,163 △68 19,209

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 179 178   357

剰余金の配当（注）1.2   △762   △762

役員賞与（注）1   △40   △40

持分法適用除外による剰余金の
減少 

  △143   △143

当期純利益   2,673   2,673

自己株式の取得   △19 △19

自己株式の処分   0 1 1

その他利益剰余金の減少   △0   △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

179 179 1,727 △18 2,067

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

13,614 3,858 3,890 △87 21,276

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

789 △321 468 ― 346 20,024

連結会計年度中の変動額     

新株の発行     357

剰余金の配当（注）1.2     △762

役員賞与（注）1     △40

持分法適用除外による剰余金の
減少 

    △143

当期純利益     2,673

自己株式の取得     △19

自己株式の処分     1

その他利益剰余金の減少     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

75 174 249 94 △3 340

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

75 174 249 94 △3 2,408

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

865 △146 718 94 342 22,432



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純利益   2,274 2,952 

減価償却費   1,102 1,133 

減損損失   943 81 

受取利息及び受取配当金   △29 △39 

支払利息   197 137 

持分法による投資損益   △7 ― 

退職給付引当金の増減額(減少額△)   6 2 

前払年金費用の増減額(増加額△)   228 81 

固定資産売却損益   △214 1 

固定資産廃棄損   80 213 

売上債権の増減額(増加額△)   △11 △820 

たな卸資産の増減額(増加額△)   379 258 

仕入債務の増減額(減少額△)   △111 680 

その他固定負債の増減額(減少額△)   △283 △270 

その他   △375 △232 

小計   4,180 4,179 

利息及び配当金の受取額   37 39 

利息の支払額   △205 △147 

法人税等の支払額   △345 △426 

営業活動によるキャッシュ・フロー   3,667 3,644 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金の預入による支出   △23 △2 

定期預金の払戻による収入   0 27 

有形固定資産の取得による支出   △718 △873 

有形固定資産の売却による収入   272 74 

無形固定資産の取得による支出   △14 △68 

無形固定資産の売却による収入   59 ― 

投資有価証券の取得による支出   △426 △657 

投資有価証券の売却による収入   126 47 

差入保証金の支払による支出   △135 △376 

差入保証金の回収による収入   123 32 

貸付金の回収による収入   35 117 

その他   △56 △4 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △757 △1,683 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入れによる収入   2,824 2,828 

短期借入金の返済による支出   △3,089 △4,030 

長期借入れによる収入   ― 270 

長期借入金の返済による支出   △1,730 △456 

株式の発行による収入   335 357 

配当金の支払額   △700 △762 

少数株主による株式払込収入   ― 39 

少数株主への配当金の支払額   △17 △13 

その他   △18 △17 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △2,397 △1,784 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   102 20 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少額△)   613 196 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,709 3,323 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,323 3,520 

        



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数22社 

主要な連結子会社の名称 

 バルカー・ハイパフォーマンス 

・ポリマーズ㈱、バルカーセイキ

㈱、㈱バルカー シール ソリュー

ションズ、㈱バルカーマテリアル 

、㈱バルカーエスイーエス、九州

バルカー㈱、㈱バルカーエラスト

マー、バルカーインダストリーズ

(タイランド)リミテッド、上海バ

ルカーふっ素樹脂製品有限公司、

台湾バルカー工業股份有限公司で

あります。 

(1) 連結子会社の数21社 

主要な連結子会社の名称 

 バルカー・ハイパフォーマンス 

・ポリマーズ㈱、バルカーセイキ

㈱、㈱バルカー シール ソリュー

ションズ、㈱バルカーエスイーエ

ス、九州バルカー㈱、㈱バルカー

エラストマー、バルカーインダス

トリーズ(タイランド)リミテッド 

、上海バルカーふっ素樹脂製品有

限公司、バルカーシール（上海）

有限公司、台湾バルカー国際股份

有限公司であります。 

 バルカー・ガーロック・ジャパ

ン㈱は、平成18年９月25日にガー

ロック・シーリング・テクノロジ

ーＬＬＣとの合弁により設立した

ため、当連結会計年度より連結子

会社になりました。 

 バルカー興産㈱は、平成18年９

月22日に清算結了したため、連結

子会社から除外いたしました。 

 バルカーACL㈱は、平成19年３月

27日に清算結了したため、連結子

会社から除外いたしました。 

  (2) 非連結子会社の数 

該当事項はありません。 

(2) 非連結子会社の数 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用関連会社の数１社 

持分法適用関連会社の名称 

 ＰＴ.インドフェーシングイン 

ドネシア 

(1) 持分法適用関連会社の数 

該当事項はありません。 

 ＰＴ.インドフェーシングイン 

ドネシアは、当社所有株式の売却

により関連会社に該当しなくなっ

たため、当連結会計年度より持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。 

  (2) 持分法を適用していない関連会社

の名称 

(2) 持分法を適用していない関連会社

の名称 

  ㈲三協製作所 

FJV KOREA LTD. 

㈱郷鉄工所 

FJV KOREA LTD.  

㈱郷鉄工所 

   持分法を適用していない関連会

社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から

除外しております。 

 持分法を適用していない関連会

社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から

除外しております。 

 ㈲三協製作所は、平成19年３月

20日に清算結了いたしました。 

 



項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等に関

する事項 

 連結子会社のうち、海外の子会社の

決算日は12月31日であり、連結決算日

との差は３ヶ月以内であるため、当該

連結子会社の事業年度に係る財務諸表

を基礎として連結を行なっておりま

す。 

 ただし、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な

調整を行なっております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

① 有価証券(その他有価証券) 

・時価のあるもの 

決算日前１ヶ月間の市場価格

の平均に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す。） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法 

① 有価証券（その他有価証券） 

・時価のあるもの 

決算日前１ヶ月間の市場価格

の平均に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平

均法により算定しておりま

す。） 

  ・時価のないもの 

移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕掛品、

貯蔵品は主として総平均法によ

る原価法であります。 

② たな卸資産 

主として総平均法による原価法

であります。 

  ──────── 

    

③ デリバティブ 

   時価法  

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産及び無形固定資産 

 有形固定資産及び無形固定資

産(ソフトウエアを除く)は、主

として定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産及び無形固定資産 

同左 

  

 ソフトウエアは、主として社

内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっておりま

す。 

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び 

運搬具 
２～17年

工具器具備品 ２～20年

  

  ② 長期前払費用 

 効果の及ぶ期間に応じて均等

償却しております。 

② 長期前払費用 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充当す

るため、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同左 

  ──────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)による定

額法により費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により翌連結会計年度

から費用処理することとしてお

ります。 

③ 役員賞与引当金 

 役員の賞与の支出に備えるた

め、当連結会計年度における支

給見込額に基づき計上しており

ます。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利

益がそれぞれ45百万円減少して

おります。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。 

④  退職給付引当金 

同左  

  

  

 



項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (4) 重要な外貨建の資産または負債の

本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及び

負債並びに収益及び費用は、連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

(4) 重要な外貨建の資産または負債の

本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及び

負債並びに収益及び費用は、連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めております。 

  (5) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、主として通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。 

 なお、金利スワップについて

特例処理の要件を満たすものに

ついては、特例処理を採用して

おります。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例

処理の要件を満たすものについ

ては、特例処理を採用しており

ます。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金金利 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 金利変動によるリスクを回避

する目的で対象物の範囲内に限

定してヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して有効性の判定をして

おります。 

 金利スワップの特例処理の要

件を満たしているものについて

は、有効性の判定を省略してお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているものにつ

いては、有効性の判定を省略

しております。 

 



項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

  ② 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しており

ます。 

② 連結納税制度の適用 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法によってお

ります。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する

事項 

 連結調整勘定の償却については、発

生年度より実質的判断による年数の見

積りが可能なものはその見積り年数

で、その他については５年間で定額法

により償却を行なっております。 

──────── 

７ のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

────────  のれん及び負ののれんの償却につい

ては、発生年度より実質的判断による

年数の見積りが可能なものはその見積

り年数で、その他については５年間で

定額法により償却を行なっておりま

す。  

８ 利益処分項目等の取扱いに関

する事項 

 連結会計年度中において確定した利

益処分または損失処理に基づいており

ます。 

──────── 

９ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用して

おります。 

 これにより税金等調整前当期純利益は943百万円減少

しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 

──────── 

  

  

  

──────── 

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）  

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

21,995百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純

資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い 

、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

──────── 

  

  

  

（ストック・オプション等に関する会計基準等）  

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12

月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平

成18年５月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益がそれぞれ94百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。 



表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外費用の「雑損失」に

含めて表示しておりました「手形売却損」(前連結会計

年度41百万円)については、営業外費用の総額の100分

の10超となったため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。 

（連結損益計算書）  

  前連結会計年度において、営業外収益の「連結調整

勘定償却額」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から、「負ののれん償却額」として表示してお

ります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ 

・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「差入保証金の回収による収入」(前連結会計年度22百

万円)については、重要性が増したため、当連結会計年

度より区分掲記しております。 

──────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

  １ 受取手形裏書譲渡高 4百万円   １ 受取手形裏書譲渡高 3百万円 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するもの ※２ 非連結子会社及び関連会社に対するもの 

投資有価証券(株式) 111百万円 投資有価証券(株式) 88百万円 

※３ 担保資産及び担保付債務 ※３ 担保資産及び担保付債務 

① 工場財団抵当として担保に供している固定資産 ① 工場財団抵当として担保に供している固定資産 

建物及び構築物 300百万円 

機械装置及び運搬具 19百万円 

土地 125百万円 

計 445百万円 

建物及び構築物 273百万円 

機械装置及び運搬具 18百万円 

土地 125百万円 

計 417百万円 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

１年以内返済予定 

長期借入金 
40百万円 

長期借入金 960百万円 

計 1,001百万円 

１年以内返済予定 

長期借入金 
43百万円 

長期借入金 920百万円 

計 963百万円 

② その他 ② その他 

建物及び構築物 95百万円 

土地 241百万円 

計 336百万円 

建物及び構築物 90百万円 

土地 241百万円 

計 331百万円 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

１年以内返済予定 

長期借入金 
79百万円 

長期借入金 53百万円 

計 133百万円 

１年以内返済予定 

長期借入金 
20百万円 

長期借入金 30百万円 

計 50百万円 

※４ その他固定負債に含まれる 

連結調整勘定 
2百万円 

※４ その他固定負債に含まれる 

負ののれん 
16百万円 

※５ 当社の発行済株式総数 ※５        ──────── 

普通株式 89,421,668株     

※６ 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株

式の数は、以下のとおりであります。 

※６        ──────── 

  

普通株式 286,582株      

 ※７        ────────  ※７ 連結会計期間末日の期末日確定期日現金決済の会 

    計処理は、満期日決済が行なわれたものとして処 

    理しております。 

     なお、当連結会計期間末日が金融機関の休日で 

    あったため、次のとおり期末日確定期日決済分が 

    連結会計期間末残高より除かれております。 

  受取手形及び売掛金 354百万円 

  未収入金 11百万円 

  合計 365百万円 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

※１ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

機械装置及び運搬具 2百万円 

土地 239百万円 

計 241百万円 

機械装置及び運搬具 9百万円 

土地 1百万円 

計 10百万円 

※２       ──────── ※２ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

  機械装置及び運搬具 11百万円 

工具器具備品 0百万円 

 計  12百万円 

※３ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※３ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 58百万円 

機械装置及び運搬具 11百万円 

工具器具備品 10百万円 

計 80百万円 

建物及び構築物 9百万円 

機械装置及び運搬具 174百万円 

工具器具備品 24百万円 

その他     3百万円 

計 213百万円 

※４ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは、以下

の資産について減損損失を計上しました。 

※４ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは、以下

の資産について減損損失を計上しました。 

（経緯） 

地価の著しい下落及び賃貸料水準の著しい低下に

伴い収益性が著しく低下したため、また、今後の

利用計画も無いため、減損損失を認識いたしまし

た。 

（回収可能価額の算定方法） 

厚木市賃貸設備については不動産鑑定評価額によ

り、小松市遊休不動産等については、正味売却価

額により評価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(百万円) 

神奈川県 
厚木市 

賃貸 
設備 

土地 
建物 

578 
324 

石川県 
小松市 

遊休 
不動産等 

土地 
建物 
構築物他 

14 
23 
2 

合計 943 

（経緯） 

今後の利用計画が無いために正味売却価額まで減

損損失を認識いたしました。 

（回収可能価額の算定方法） 

厚木市賃貸設備については正味売却価額により評

価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(百万円) 

神奈川県 
厚木市 

賃貸 
設備 

建物他 81 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費は1,130百万円であります。 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費は1,123百万円であります。 

※６              ──────── ※６ 石綿疾病補償金 

石綿労災認定を受けた当社または当社関連会社の

元従業員並びにそのご遺族に対する補償金であり

ます。 



（連結剰余金計算書関係及び連結株主資本等変動計算書関係） 

連結剰余金計算書関係 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※ その他利益剰余金減少高は、中国の会計制度に基づ

く中国子会社の利益処分による剰余金取崩高等であ

ります。 



連結株主資本等変動計算書関係 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)１ 普通株式の発行済株式総数の増加1,577千株は、ストック・オプションの行使による増加であります。 

   ２ 普通株式の自己株式の株式数の増加46千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ３ 普通株式の自己株式の株式数の減少４千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注） 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 （注）1株当たり配当額には、創業80周年記念配当２円を含んでおります。 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１ 89,421 1,577 － 90,998 

合計 89,421 1,577 － 90,998 

自己株式         

普通株式 （注）２,３ 286 46 4 328 

合計 286 46 4 328 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

平成18年ストック・オプ

ションとしての新株予約

権（注） 

普通株式 － － － － 94 

合計 － － － － － 94 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 401 4.5 平成18年３月31日 平成18年６月21日

平成18年11月７日 

取締役会 
普通株式 361 4 平成18年９月30日 平成18年12月１日

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 544  利益剰余金 6 平成19年３月31日 平成19年６月21日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,353百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金等 
△29百万円 

現金及び現金同等物 3,323百万円 

現金及び預金勘定 3,527百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金等 
△6百万円 

現金及び現金同等物 3,520百万円 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

（借主側） （借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

建物 
及び構築物 

7 0 7 

機械装置 
及び運搬具 

1,045 444 600 

工具器具 
備品 

323 216 107 

無形 
固定資産 

483 326 156 

合計 1,859 987 871 

取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

建物 
及び構築物 

9 1 7

機械装置 
及び運搬具 

1,153 575 578

工具器具 
備品 

258 67 191

無形 
固定資産 

482 406 75

合計 1,903 1,051 852

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が 

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い 

ため、支払利子込み法により算定しております。 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が 

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い 

ため、支払利子込み法により算定しております。 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 243百万円

１年超 627百万円

合計 871百万円

１年内 356百万円

１年超 495百万円

合計 852百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 283百万円

減価償却費相当額 283百万円

支払リース料 281百万円

減価償却費相当額 281百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） （借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内 114百万円

１年超 1,773百万円

合計 1,888百万円

１年内 122百万円

１年超 1,680百万円

合計 1,803百万円



（有価証券関係） 

前連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日現在) 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について４百万円の減損処理を行なっておりま

す。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日現在) 

当連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在) 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日現在) 

区分 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 1,517 2,851 1,334 

小計 1,517 2,851 1,334 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式 108 81 △27 

小計 108 81 △27 

合計 1,625 2,932 1,306 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

124 55 ― 

種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 143 

その他 10 

区分 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 1,707 2,909 1,202 

小計 1,707 2,909 1,202 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

株式 565 399 △166 

小計 565 399 △166 

合計 2,273 3,309 1,035 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

37 19 ― 

種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 135 

その他 0 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 

１ 取引の状況に関する事項(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 当社は、金利スワップ取引を利用しております。これは市場金利の変動によるリスクを回避する目的であり、当

社が行うデリバティブ取引は、企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性のある場合に備えて必要に応じて行なうも

のであり、投機的な取引及び短期的な売買損益を得るものではありません。 

 デリバティブ取引の執行と事務管理の主管部署は財務部ですが、取締役会の承認事項であります。金利スワップ

取引における想定元本は、実際には受払は行なわれず、単に交換金額を計算するための算出基礎であります。 

 なお、金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。当社のデリバティブ取引の契約先

はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しており

ます。 

 また、想定元本は当社における市場リスク及び信用リスクを測る指標ではありません。 

 連結子会社については、デリバティブ取引を全く利用しておりません。 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。 

 なお、金利スワップについて、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ 

ヘッジ対象  借入金金利 

(3) ヘッジ方針 

 金利変動によるリスクを回避する目的で対象物の範囲内に限定してヘッジしております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の判定をしております。 

 なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、有効性の判定を省略しております。

２ 取引の時価等に関する事項(平成18年３月31日現在) 

ヘッジ会計が適用されておりますので記載しておりません。 



当連結会計年度 

１ 取引の状況に関する事項(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 当社は、為替予約及び金利スワップ取引を利用しております。これは為替市場変動によるリスク及び市場金利の

変動によるリスクを回避する目的であり、当社が行うデリバティブ取引は、企業の財政に不利な影響を及ぼす可能

性のある場合に備えて必要に応じて行うものであり、投機的な取引及び短期的な売買損益を得るものではありませ

ん。 

 デリバティブ取引の執行と事務管理の主管部署は財務部ですが、取締役会の承認事項であります。金利スワップ

取引における想定元本は、実際には受払は行われず、単に交換金額を計算するための算出基礎であります。 

 なお、金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。当社のデリバティブ取引の契約先

はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しており

ます。 

 また、想定元本は当社における市場リスク及び信用リスクを測る指標ではありません。 

 連結子会社については、デリバティブ取引を全く利用しておりません。 

(1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ 

ヘッジ対象  借入金金利 

(3) ヘッジ方針 

 金利変動によるリスクを回避する目的で対象物の範囲内に限定してヘッジしております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、有効性の判定を省略しております。 

２ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

    前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

契約額等 

（百万円）

契約額等の

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円）

市場取引以外

の取引 

 為替予約取引 

 買建 

                

  人民元 ― ― ― ― 542 271 554 16 

合計 ― ― ― ― 542 271 554 16 

 （注）１ 時価の算定方法 

          期末の時価は先物相場を使用しております。 

 （注）２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 



（退職給付関係） 

前連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の国内連結子会社は、退職給付制度として、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度（キャッシ

ュバランスプラン）と確定拠出年金制度を設けております。その他、提出会社において退職給付信託を設定してお

ります。 

 なお、一部の連結子会社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日現在) 

（注） 国内の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

（注）１ 「２退職給付債務に関する事項」に記載の過去勤務債務に係る当連結会計年度の費用処理額でありま

す。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付債務 △8,622百万円 

(2) 年金資産 9,787百万円 

(3) 未積立退職給付債務 1,165百万円 

(4) 未認識数理計算上の差異 △ 430百万円 

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) 169百万円 

(6) 連結貸借対照表計上額純額 904百万円 

(7) 前払年金費用 1,218百万円 

(8) 退職給付引当金 △ 314百万円 

(1) 勤務費用(注)２ 189百万円 

(2) 利息費用 164百万円 

(3) 期待運用収益 △ 170百万円 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 541百万円 

(5) 過去勤務債務の費用処理額(注)１ △ 117百万円 

(6) 退職給付費用 608百万円 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率 2.0％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％ 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法によっております。) 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとして

おります。) 



当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の国内連結子会社は、退職給付制度として、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度（キャッシ

ュバランスプラン）と確定拠出年金制度を設けております。その他、提出会社において退職給付信託を設定してお

ります。 

 なお、一部の連結子会社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日現在) 

（注） 国内の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（注）１ 「２退職給付債務に関する事項」に記載の過去勤務債務に係る当連結会計年度の費用処理額でありま

す。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付債務 △8,295百万円 

(2) 年金資産 9,763百万円 

(3) 年金資産超過額 1,467百万円 

(4) 未認識数理計算上の差異 △762百万円 

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) 112百万円 

(6) 連結貸借対照表計上額純額 818百万円 

(7) 前払年金費用 1,136百万円 

(8) 退職給付引当金 △318百万円 

(1) 勤務費用(注)２ 182百万円 

(2) 利息費用 164百万円 

(3) 期待運用収益 △193百万円 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 240百万円 

(5) 過去勤務債務の費用処理額(注)１ 56百万円 

(6) 退職給付費用 449百万円 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率 2.0％ 

(3) 期待運用収益率 2.0％ 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法によっております。) 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとして

おります。) 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費の役員従業員給与手当 94百万円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成14年 
ストック・ 
オプション 

平成15年 
ストック・ 
オプション 

平成16年 
ストック・ 
オプション 

平成17年  
ストック・ 
オプション  

平成18年  
ストック・ 
オプション  

付与対象者の 

区分及び人数 

    (名) 

当社取締役 ４名 

当社執行役員及び 

執行役員待遇 10名 

当社従業員及び子会

社取締役 37名 

当社取締役 ４名 

当社監査役 ４名 

当社執行役員 ９名

当社従業員及び 

子会社取締役 45名

当社取締役 ４名 

当社監査役 ４名 

当社執行役員 13名

当社従業員並びに 

子会社取締役及び 

従業員 50名 

当社取締役 ４名 

当社監査役 ４名 

当社執行役員及び 

執行役員待遇 13名 

当社従業員並びに 

子会社役職員 49名 

当社取締役 ４名 

当社監査役 ４名 

当社執行役員及び 

執行役員待遇 15名

当社従業員並びに 

子会社役職員 60名

株式の種類別の 

ストック・オプ

ション数（注） 

普通株式 

 1,608,000株 

普通株式 

 1,852,000株 

普通株式 

 2,147,000株 

普通株式 

 2,090,000株 

普通株式 

 2,373,000株 

付与日 平成14年９月２日 平成15年９月30日 平成16年７月20日 平成17年６月30日 平成18年７月31日 

権利確定条件 
権利確定条件の定

めはありません。 

権利確定条件の定

めはありません。 

権利確定条件の定

めはありません。 

権利確定条件の定

めはありません。 

付与日（平成18年

７月31日）後、権

利確定日（平成20

年７月31日）まで

継続して勤務して

いること。ただ

し、任期満了によ

る退任、定年退職

等取締役会が正当

な理由があると認

めた場合を除く。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定

めはありません。 

２年間（自平成18

年７月31日 至平

成20年７月31日） 

権利行使期間 

自平成16年７月１

日 至平成19年６

月30日 

自平成17年７月１

日 至平成20年６

月30日 

自平成18年７月１

日 至平成21年６

月30日 

自平成19年７月１

日 至平成22年６

月30日 

自平成20年８月１

日 至平成23年７

月31日 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

     当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

   のとおりであります。 

       ① 使用した評価技法       ブラック・ショールズ式   

   ② 主な基礎数値及び見積方法   

（注）１ ３年６ヶ月間（平成15年１月から平成18年７月まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使 

 されるものと推定して見積もっております。 

３ 平成18年３月期の配当実績によっております。 

４ 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 
  

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。 

次へ 

  
平成14年 
ストック・ 
オプション 

平成15年 
ストック・ 
オプション 

平成16年 
ストック・ 
オプション 

平成17年 
ストック・ 
 オプション  

平成18年  
ストック・ 
 オプション  

権利確定前（株）           

前連結会計年度末 － － 2,147,000 2,090,000 － 

付与 － － － － 2,373,000 

失効 － － － － － 

権利確定 － － 2,147,000 － － 

未確定残 － － － 2,090,000 2,373,000 

権利確定後（株）           

前連結会計年度末 656,000 1,656,000 － － － 

権利確定 － － 2,147,000 － － 

権利行使 354,000 211,000 186,000 － － 

失効 － － － － － 

未行使残 302,000 1,445,000 1,961,000 － － 

  
平成14年 
ストック・ 
オプション 

平成15年 
ストック・ 
オプション 

平成16年 
ストック・ 
オプション 

平成17年  
ストック・ 
オプション 

 平成18年 
ストック・ 
オプション 

権利行使価格（円） 154 306 283 339 406 

行使時平均株価（円） 411 413 404 － － 

付与日における公正な

評価単価（円） 
－ － － － 110 

  平成18年ストック・オプション 

 株価変動性     （注）１ 41.6％    

 予想残存期間  （注）２           3.5年  

 予想配当       （注）３    ８円／株  

 無リスク利子率 （注）４                      1.14％  



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)   

① 流動資産   

賞与引当金 168百万円 

たな卸資産 3百万円 

未払事業税 21百万円 

繰越欠損金 183百万円 

その他 92百万円 

計 469百万円 

② 固定資産   

貸倒引当金 76百万円 

退職給付引当金 118百万円 

退職給付信託への拠出額 519百万円 

長期未払金 357百万円 

減価償却超過額 202百万円 

減損損失 228百万円 

投資有価証券評価損 2,091百万円 

繰越欠損金 89百万円 

その他 37百万円 

計 3,719百万円 

繰延税金負債(固定)との相殺 △40百万円 

評価性引当額 △3,671百万円 

合計 7百万円 

    

(繰延税金負債)   

① 流動負債   

貸倒引当金 △0百万円 

② 固定負債   

前払年金費用 △484百万円 

その他有価証券評価差額金 △516百万円 

繰延税金資産(固定)との相殺 40百万円 

計 △961百万円 

繰延税金資産の純額 △484百万円 

(繰延税金資産)   

① 流動資産   

賞与引当金 211百万円 

たな卸資産 25百万円 

未払事業税 48百万円 

繰越欠損金 117百万円 

その他 83百万円 

計 486百万円 

② 固定資産   

貸倒引当金 24百万円 

退職給付引当金 235百万円 

退職給付信託への拠出額 508百万円 

長期未払金 261百万円 

減価償却超過額 77百万円 

固定資産廃棄損 6百万円 

投資有価証券評価損 1,648百万円 

繰越欠損金 34百万円 

その他 13百万円 

計 2,810百万円 

繰延税金負債(固定)との相殺 △96百万円 

評価性引当額 △2,611百万円 

合計 102百万円 

    

(繰延税金負債)   

① 流動負債   

その他 △0百万円 

② 固定負債   

前払年金費用 △453百万円 

その他有価証券評価差額金 △170百万円 

繰延税金資産(固定)との相殺 96百万円 

計 △527百万円 

繰延税金資産の純額 61百万円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 39.5％ 

(調整)   

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
0.9％ 

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△3.1％ 

住民税均等割等 1.4％ 

評価性引当額 △21.7％ 

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
17.0％ 

法定実効税率 39.5％ 

(調整)   

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
0.8％ 

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△5.2％ 

住民税均等割等 1.2％ 

評価性引当額 △27.0％ 

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
9.3％ 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「各種工業用部品

・部材製品の製造・販売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1)アジア ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国 

(2)北米 ・・・・・・ アメリカ合衆国 

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 37,462 3,567 263 41,293 ― 41,293 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,320 2,896 112 4,329 ( 4,329) ― 

計 38,783 6,463 376 45,623 ( 4,329) 41,293 

営業費用 35,961 6,045 323 42,329 ( 4,518) 37,811 

営業利益 2,822 418 53 3,293 188 3,482 

Ⅱ 資産 35,817 4,849 234 40,901 ( 3,173) 37,727 



当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1)アジア ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国 

(2)北米 ・・・・・・ アメリカ合衆国 

３ 会計方針の変更 

（役員賞与に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（３）③に記載のとおり、当連結会計年度より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は45百万円増加し、営業利益が同額減少し

ております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は94百万円増加し、営

業利益が同額減少しております。 

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 40,526 3,688 218 44,433 ― 44,433 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,369 3,331 127 4,828  ( 4,828)  ― 

計 41,895 7,019 346 49,261  ( 4,828)  44,433 

営業費用 38,303 6,796 283 45,383 ( 5,040)  40,343 

営業利益 3,592 222 62 3,878 212 4,090 

Ⅱ 資産 36,595 5,018 267 41,882 (3,068)  38,813 



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1)アジア ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国 

(2)北米 ・・・・・・ アメリカ合衆国 

(3)その他の地域 ・・ ヨーロッパ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1)アジア ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国 

(2)北米 ・・・・・・ アメリカ合衆国 

(3)その他の地域 ・・ ヨーロッパ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。 

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,066 1,019 272 5,358 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 41,293 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
9.8 2.5 0.7 13.0 

  アジア 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,643 1,161 177 5,981 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 44,433 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
10.5 2.6 0.4 13.5 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 役員及び個人主要株主等 

 （注）１ 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般取引先と同様であります。 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 役員及び個人主要株主等 

 （注）１ 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般取引先と同様であります。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

役員 川島 実 ― ― 

アルタスコ

ンサルティ

ング代表 

日本バルカ

ー工業㈱取

締役 

― ― ― 
営業取引以

外の取引 
0 ― ― 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

役員 川島 実 ― ― 

アルタスコ

ンサルティ

ング代表 

日本バルカ

ー工業㈱取

締役 

― ― ― 
研修会 

講師料 
0 ― ― 



（１株当たり情報） 

（注）１ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

（注）２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 220円32銭 

１株当たり当期純利益 20円34銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 19円96銭 

１株当たり純資産額 242円59銭 

１株当たり当期純利益 29円66銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 29円07銭 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益 1,842百万円 2,673百万円 

普通株式に係る当期純利益 1,802百万円 2,673百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳     

 利益処分による役員賞与金 40百万円 －百万円 

普通株主に帰属しない金額 40百万円 －百万円 

普通株式の期中平均株式数 88,600千株 90,132千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳 
    

 新株引受権 400千株 75千株 

 新株予約権 1,310千株 1,764千株 

普通株式増加数 1,710千株 1,839千株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要 

──────── ──────── 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 －百万円 22,432百万円 

純資産の部の合計額から控除する金額 －百万円 437百万円 

 （うち新株予約権） (－百万円)            （94百万円) 

 （うち少数株主持分） (－百万円)             （342百万円) 

普通株式に係る期末の純資産額 －百万円 21,995百万円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数 

－千株 90,670千株 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 平成18年６月20日開催の定時株主総会において、会社

法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取

締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の

取締役及び従業員に対しストックオプションとして新株

予約権を無償で発行することが特別決議されました。そ

の内容は、「第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 

(７)ストックオプション制度の内容」に記載のとおりで

あります。 

 なお、当該ストックオプションにつきましては、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号）に基

づき、「株式報酬費用」として対象勤務期間において費

用処理するものであります。 

 平成19年６月20日開催の定時株主総会において、会社

法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取

締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の

取締役及び従業員に対しストックオプションとして新株

予約権を無償で発行することが特別決議されました。そ

の内容は、「第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 

(８)ストックオプション制度の内容」に記載のとおりで

あります。 

 なお、当該ストックオプションにつきましては、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号）に基

づき、「株式報酬費用」として対象勤務期間において費

用処理するものであります。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１ 平均利率は、期末日現在の利率及び残高に基づいて加重平均利率によって算定しております。 

２ 長期借入金及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における 

  返済予定額は、以下のとおりであります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

平均利率(％) 返済期限 

短期借入金 4,027 2,816 1.63 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 456 2,423 1.68 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定の

ものを除く) 
2,519 365 2.69 

平成20年10月～ 

平成24年９月 

その他の有利子負債(長期未払金) 125 20 2.7 
平成20年３月～ 

平成25年３月 

合計 7,128 5,627 ― ― 

  １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金(百万円) 163 63 54 54 

その他の 

有利子負債(百万円) 
3 3 3 3 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
第106期 

(平成18年３月31日) 
第107期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  2,227   2,361 

２ 受取手形 ※3,4 1,633   1,787 

３ 売掛金 ※3,4 6,718   7,666 

４ 商品  560   567 

５ 前払費用  109   120 

６ 繰延税金資産  298 302 

７ 短期貸付金  40   － 

８ 関係会社短期貸付金  1,478 1,252 

９ 未収入金 ※3,4 2,782   3,103 

10 その他  47 20 

11 貸倒引当金  △6   △7 

流動資産合計  15,889 47.9 17,174 50.1

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 建物 ※１ 8,949 8,690   

減価償却累計額  4,719 4,229 4,889 3,801 

２ 構築物  498 505   

減価償却累計額  394 104 400 105 

３ 機械及び装置  3,559 3,497   

減価償却累計額  2,966 592 2,954 542 

４ 車輌及び運搬具  35 28   

減価償却累計額  33 1 26 1 

５ 工具・器具及び 
  備品 

 1,101 1,199   

減価償却累計額  891 210 906 293 

６ 土地 ※１ 3,451 3,408 

７ 建設仮勘定  0 － 

有形固定資産合計  8,590 25.9 8,152 23.8

 



   
第106期 

(平成18年３月31日) 
第107期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウエア  382 281 

２ 公共施設利用権  0 － 

３ その他  18 19 

無形固定資産合計  401 1.2 301 0.9

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券   3,048 3,420 

２ 関係会社株式  1,932 1,884 

３ 出資金  13 0 

４ 関係会社出資金  1,137 1,137 

５ 長期未収入金   － 4 

６ 長期貸付金  77 － 

７ 関係会社 
  長期貸付金 

 1,047 675 

８ 破産債権・更生債権
その他これらに準ず
る債権 

 17 7 

９ 長期前払費用  72 62 

10 前払年金費用  826 760 

11 敷金・保証金  253 587 

12 その他  109 99 

13 貸倒引当金  △239 △6 

投資その他の資産合
計 

 8,296 25.0 8,632 25.2

固定資産合計  17,288 52.1 17,087 49.9

資産合計  33,178 100.0 34,261 100.0 

     
 



   
第106期 

(平成18年３月31日) 
第107期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※３ 951 1,349 

２ 買掛金 ※３ 3,852 4,816 

３ 短期借入金  3,180 2,000 

４ １年以内返済予定 
  長期借入金 

※１ 250 2,250 

５ 未払金 ※３ 552 640 

６ 未払費用  58 54 

７ 未払法人税等  64 56 

８ 未払消費税等  45 62 

９ 前受金  2 2 

10 預り金 ※３ 492 385 

11 賞与引当金  241 276 

12 役員賞与引当金   － 45 

13 設備関係支払手形  8 21 

14 その他  47 － 

流動負債合計  9,746 29.4 11,961 34.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※１ 2,250 － 

２ 繰延税金負債  766 379 

３ 長期未払金  841 666 

４ 預り保証金  22 20 

固定負債合計  3,880 11.7 1,066 3.1

負債合計  13,627 41.1 13,027 38.0

 



   
第106期 

(平成18年３月31日) 
第107期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※５ 13,435 40.5 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  3,677 － 

２ その他資本剰余金    

自己株式処分差益  1 － 

資本剰余金合計  3,679 11.1 － －

Ⅲ 利益剰余金    

当期未処分利益  1,716 － 

利益剰余金合計  1,716 5.2 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

※７ 788 2.3 － －

Ⅴ 自己株式 ※６ △68 △0.2 － －

資本合計  19,551 58.9 － －

負債資本合計  33,178 100.0 － － 

     
 



   
第106期 

(平成18年３月31日) 
第107期 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  － －   13,614 39.7

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 3,855   

(2）その他資本剰余金  － 2   

資本剰余金合計  － － 3,858 11.3

３ 利益剰余金    

  その他利益剰余金    

80周年記念事業積立
金 

 － 28   

繰越利益剰余金  － 2,859   

利益剰余金合計  － － 2,887 8.4

４ 自己株式  － － △87 △0.2

株主資本合計  － － 20,273 59.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差
額金 

 － － 865 2.5

評価・換算差額等合計  － － 865 2.5

Ⅲ 新株予約権  － － 94 0.3

純資産合計  － － 21,233 62.0

負債純資産合計  － － 34,261 100.0

     



②【損益計算書】 

   
第106期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第107期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  30,889 100.0 34,672 100.0 

Ⅱ 売上原価    

１ 商品売上原価    

(1) 商品期首たな卸高  592 560   

(2) 当期商品仕入高 ※２ 21,401 24,033   

合計  21,993 24,593   

(3) 他勘定振替高 ※１ 25 180   

(4) 商品期末たな卸高  560 21,407 69.3 567 23,846 68.8

売上総利益  9,482 30.7 10,826 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 荷造運賃  343 298   

２ 広告宣伝費  89 82   

３ 支払手数料  149 148   

４ 貸倒引当金繰入額  0 1   

５ 貸倒損失  5 2   

６ 役員報酬  192 229   

７ 給与賃金手当  2,039 2,389   

８ 賞与金  372 447   

９ 賞与引当金繰入額  188 239   

10 役員賞与引当金 
  繰入額 

 － 45   

11 退職給付費用  460 336   

12 福利厚生費  363 434   

13 旅費交通費  302 321   

14 通信費  93 98   

15 賃借料  564 604   

16 減価償却費  253 283   

17 外部委託費  751 891   

18 研究開発費 ※８ 1,067 1,197   

19 その他  656 7,894 25.6 758 8,811 25.4

営業利益  1,587 5.1 2,015 5.8

 



   
第106期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第107期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  52 65   

２ 受取配当金 ※２ 354 581   

３ 設備賃貸収益 ※２ 443 354   

４ 経営指導料 ※２ 93 －   

５ その他  270 1,215 3.9 351 1,353 3.9

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  158 113   

２ 設備賃貸費用  297 271   

３ 手形売却損  － 63   

４ その他  128 585 1.8 96 545 1.6

経常利益  2,217 7.2 2,823 8.1

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※３ － 1   

２ 投資有価証券売却益  28 18   

３ 貸倒引当金取崩益   70     13   

４ その他  － 99 0.3 10 44 0.1

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産廃棄損 ※４ 20 35   

２ 固定資産売却損 ※５ 1 11   

３ 減損損失 ※６ 943 81   

４ 石綿疾病補償金 ※７ － 311   

５ 投資有価証券評価損  12 －   

６ 貸倒損失  － 251   

７ 製品補償損失  － 100   

８ たな卸資産廃棄損  － 125   

９ その他  215 1,193 3.9 198 1,115 3.2

税引前当期純利益  1,122 3.6 1,753 5.0

法人税、住民税及び 
事業税 

 △104 △174   

法人税等調整額  25 △79 △0.3 △45 △220 △0.7

当期純利益  1,202 3.9 1,973 5.7

前期繰越利益  824 － 

中間配当額  310 － 

当期未処分利益  1,716 － 

     



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

    
第106期 

株主総会承認日 
(平成18年６月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益   1,716 

Ⅱ 利益処分額   

配 当 金   401 

役員賞与金   40 

任意積立金   100 

80周年記念事業積立金   100 541 

Ⅲ 次期繰越利益   1,175 

    



株主資本等変動計算書 

第107期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 (注)１ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   ２ 平成18年12月に中間配当を実施しております。  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

80周年記
念事業積
立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

13,435 3,677 1 3,679 － 1,716 1,716 △68 18,762 

事業年度中の変動額        

新株の発行 179 178 178   357 

剰余金の配当(注)1.2    △762 △762   △762 

役員賞与(注)1    △40 △40   △40 

剰余金の積立    100 △100 －   － 

剰余金の取崩    △72 72 －   － 

当期純利益    1,973 1,973   1,973 

自己株式の取得    △19 △19 

自己株式の処分    0 0 1 1 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

－ － － － － － － － － 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

179 178 0 179 28 1,143 1,171 △18 1,511 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

13,614 3,855 2 3,858 28 2,859 2,887 △87 20,273 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評価差

額金 
評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

788 788 － 19,551 

事業年度中の変動額     

新株の発行   357 

剰余金の配当(注)1.2   △762 

役員賞与(注)1   △40 

剰余金の積立   － 

剰余金の取崩   － 

当期純利益   1,973 

自己株式の取得   △19 

自己株式の処分   1 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

76 76 94 170 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

76 76 94 1,682 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

865 865 94 21,233 



重要な会計方針 

項目 
第106期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第107期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

決算日前１ヶ月間の市場価格の

平均に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理し 

、売却原価は移動平均法により

算定） 

(2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

決算日前１ヶ月間の市場価格の

平均に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法によ

り算定) 

  ② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② 時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

────────  デリバティブ 

時価法 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 商品、原材料は総平均法による原価法

であります。 

総平均法による原価法 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

 有形固定資産及び無形固定資産(ソフト

ウエアを除く)は、定額法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

同左 

  建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び 
車輌運搬具 

２～17年

工具器具及び備品 ２～20年

  

   ソフトウエアは、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法によってお

ります。 

 長期前払費用は、効果の及ぶ期間に応

じて均等償却しております。 

  

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充当するた

め、当事業年度に負担すべき支給見込

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 



項目 
第106期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第107期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ──────── 

  

(3)役員賞与引当金  

 役員の賞与の支出に備えるため、当事

業年度における支給見込額に基づき計上

しております。 

(会計方針の変更) 

  当事業年度から「役員賞与に関する

会計基準」(企業会計基準第4号 平成17

年11月29日)を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益がそ

れぞれ45百万円減少しております。 

  (4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により、

翌期から費用処理することとしており

ます。 

 なお、当事業年度末においては前払

年金費用計上のため、退職給付引当金

は計上しておりません。 

(4) 退職給付引当金 

 同左 

  

  

  

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

 なお、金利スワップについて特例処

理の要件を満たすものについては、特

例処理を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理の要

件を満たすものについては、特例処理

を採用しております。 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ 

ヘッジ対象  借入金金利 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

 金利変動によるリスクを回避する目

的で対象物の範囲内に限定してヘッジ

しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 



項目 
第106期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第107期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性の判定をしております。 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているものについては、有効性の

判定を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているものについては、有効性の

判定を省略しております。 

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理の方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理の方法 

同左 

  (2) 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 



会計方針の変更 

表示方法の変更 

第106期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第107期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用しており

ます。 

 これにより税引前当期純利益は943百万円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 

──────── 

──────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日)を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は21,138

百万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

 ──────── （ストック・オプション等に関する会計基準等） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月

31日)を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ94百万円減少しております。 

第106期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第107期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

──────── （損益計算書） 

 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「手形売却損」は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前事業年度における「手形売却損」の金額は

46百万円であります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第106期 
(平成18年３月31日) 

第107期 
(平成19年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

  工場財団抵当として担保に供している固定資産   工場財団抵当として担保に供している固定資産 

建物 215百万円

土地 23百万円

計 238百万円

建物 196百万円

土地 23百万円

計 220百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

長期借入金 920百万円 １年以内返済予定  

長期借入金 
920百万円

 ２ 保証債務 

 関係会社における銀行借入金に対し次のとおり

債務保証を行なっております。 

 ２ 保証債務 

 関係会社における銀行借入金に対し次のとおり

債務保証を行なっております。 

台湾バルカー国際股份有限公司 54百万円 バルカーインダストリーズ(タイ

ランド)リミテッド 
57百万円

 この他に下記関係会社の銀行借入金に対し保証

予約を行なっております。 

 この他に下記関係会社の銀行借入金に対し保証

予約を行なっております。 

バルカーシール(上海)有限公司 1,061百万円 バルカーシール(上海)有限公司 1,255百万円

※３ 関係会社に関する注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する内容は、次のとおりでありま

す。 

※３ 関係会社に関する注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する内容は、次のとおりでありま

す。 

受取手形 207百万円

売掛金 599百万円

未収入金 891百万円

支払手形 463百万円

買掛金 1,332百万円

未払金 202百万円

預り金 455百万円

受取手形 15百万円

売掛金 646百万円

未収入金 866百万円

支払手形 655百万円

買掛金 1,596百万円

未払金 114百万円

預り金 346百万円

 ※４       ────────  ※４ 会計期間末日の期末日確定期日現金決済の会計処

理は、満期日に決済が行なわれたものとして処理し

ております。なお、当会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次のとおり期末日確定期日決済分

が会計期間末残高より除かれております。 

  受取手形 26百万円 

  売掛金 193百万円 

  未収入金 11百万円 

  合計  231百万円 

※５ 会社が発行する株式  普通株式 340,000,000株 

発行済株式総数    普通株式  89,421,668株 

※５       ──────── 

  

※６ 自己株式の保有数   普通株式   286,582株 ※６       ──────── 

※７ 配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が788百万

円増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてお

ります。 

※７       ──────── 



（損益計算書関係） 

第106期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第107期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

内部使用商品 7百万円

見本品 18百万円

計 25百万円

内部使用商品 28百万円

見本品 27百万円

たな卸資産廃棄損  125百万円

計 180百万円

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

当期商品仕入高 10,780百万円

経営指導料 93百万円

設備賃貸収益 361百万円

当期商品仕入高 10,673百万円

受取配当金 550百万円

設備賃貸収益 274百万円

※３       ──────── ※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

  機械及び装置 0百万円

土地 1百万円

計 1百万円

※４ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※４ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 12百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 3百万円

工具器具及び備品 3百万円

その他 0百万円

計 20百万円

建物 2百万円

構築物 1百万円

機械及び装置 19百万円

車輌及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 10百万円

計 35百万円

※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

機械及び装置 1百万円 機械及び装置 11百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 11百万円

※６ 減損損失の内容は、次のとおりであります。 ※６ 減損損失の内容は、次のとおりであります。 

(経緯) 

地価の著しい下落及び賃貸料水準の著しい低下に

伴い収益性が著しく低下したため、また、今後の

利用計画も無いため、減損損失を認識いたしまし

た。 

(回収可能価額の算定方法) 

厚木市賃貸設備については不動産鑑定評価額によ

り、小松市遊休不動産等については、正味売却価

額により評価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(百万円) 

神奈川県 
厚木市 

賃貸 
設備 

土地 
建物 

578 
324 

石川県 
小松市 

遊休 
不動産等 

土地 
建物 
構築物他 

14 
23 
2 

合計 943 

(経緯) 

今後の利用計画が無いために、正味売却価額まで

減損損失を認識いたしました。          

(回収可能価額の算定方法) 

厚木市賃貸設備については、正味売却価額により

評価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(百万円) 

神奈川県 
厚木市 

賃貸 
設備 

建物他 81 

 



（株主資本等変動計算書関係） 

第107期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (変動事由の概要) 

   株式数の増加46千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   株式数の減少４千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

第106期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第107期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※７       ──────── ※７ 石綿疾病補償金 

 石綿労災認定を受けた当社または当社関連会社

の元従業員並びにそのご遺族に対する補償金であ

ります。  

※８ 一般管理費に含まれている研究開発費は1,067百万

円であります。  

※８ 一般管理費に含まれている研究開発費は1,197百万

円であります。 

  
前事業年度末 
株式数(千株) 

当事業年度増加 
株式数(千株) 

当事業年度減少 
株式数(千株) 

当事業年度末 
株式数(千株) 

普通株式 286 46 4 328 

合計 286 46 4 328 



（リース取引関係） 

第106期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第107期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

（借主側） （借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 

(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

車輌及び運搬
具 

13 1 11 

工具・器具 
及び備品 

256 177 79 

ソフトウエア 473 322 151 

合計 744 501 242 

取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 

(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

車輌及び運搬
具 

13 4 9

工具・器具 
及び備品 

193 42 150

ソフトウエア 472 399 72

合計 679 446 232

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 100百万円

１年超 141百万円

合計 242百万円

１年内 112百万円

１年超 119百万円

合計 232百万円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 135百万円

減価償却費相当額 135百万円

支払リース料 116百万円

減価償却費相当額 116百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） （借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内 114百万円

１年超 1,773百万円

合計 1,888百万円

１年内 122百万円

１年超 1,680百万円

合計 1,803百万円



（有価証券関係） 

 前期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)及び当期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)にお

ける子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

第106期 
(平成18年３月31日) 

第107期 
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

① 流動資産  

賞与引当金 87百万円

未払費用 11百万円

繰越欠損金 173百万円

その他 25百万円

計 298百万円

   

   

   

② 固定資産  

退職給付信託拠出金 519百万円

長期未払金 336百万円

投資有価証券評価損 1,937百万円

子会社株式評価損 152百万円

減損損失 228百万円

貸倒引当金 63百万円

繰越欠損金 59百万円

その他 129百万円

計 3,425百万円

繰延税金負債(固定)との相殺 △76百万円

評価性引当額 △3,349百万円

合計 ―百万円

(繰延税金負債)  

① 固定負債  

前払年金費用 △326百万円

その他有価証券評価差額金 △515百万円

計 △842百万円

繰延税金資産(固定)との相殺 76百万円

合計 △766百万円

繰延税金負債の純額 △468百万円

(繰延税金資産)  

① 流動資産  

賞与引当金 125百万円

未払費用 15百万円

たな卸資産除却損 14百万円

繰越欠損金 135百万円

その他 43百万円

計 334百万円

評価性引当額 △32百万円

合計 302百万円

② 固定資産  

退職給付信託簿外拠出金 508百万円

長期未払金(確定拠出年金) 202百万円

投資有価証券評価損 605百万円

関係会社株式評価損 1,042百万円

その他 92百万円

計 2,451百万円

繰延税金負債(固定)との相殺 △91百万円

評価性引当額 △2,360百万円

合計 ―百万円

   

   

   

(繰延税金負債)  

① 固定負債  

前払年金費用 △300百万円

その他有価証券評価差額金 △170百万円

計 △471百万円

繰延税金資産(固定)との相殺 91百万円

合計 △379百万円

繰延税金負債の純額 △77百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 39.5％

(調整)  

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
1.3％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△6.2％

住民税均等割等 2.3％

連結法人税個別帰属額 △11.6％

評価性引当額 △32.4％

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
△7.1％

法定実効税率 39.5％

(調整)  

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
1.0％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△8.8％

住民税均等割等 1.8％

連結法人税個別帰属額 19.6％

評価性引当額 △65.7％

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
△12.6％



（１株当たり情報） 

（注）１ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

（注）２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第106期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第107期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 218円89銭

１株当たり当期純利益 13円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12円87銭

１株当たり純資産額 233円14銭

１株当たり当期純利益 21円90銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 21円46銭

項目 
第106期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第107期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

損益計算書上の当期純利益 1,202百万円 1,973百万円 

普通株式に係る当期純利益 1,162百万円 1,973百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳     

利益処分による役員賞与金 40百万円 －百万円 

普通株主に帰属しない金額 40百万円 －百万円 

普通株式の期中平均株式数 88,600千株 90,132千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳 
    

 新株引受権 400千株 75千株 

 新株予約権 1,310千株 1,764千株 

普通株式増加数 1,710千株 1,839千株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要 

────────     ──────── 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 －百万円 21,233百万円 

純資産の部の合計額から控除する金額 －百万円 94百万円 

 （うち新株予約権）        （－百万円）        （94百万円）

普通株式に係る期末の純資産額 －百万円 21,138百万円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数 

－千株 90,670千株 



（重要な後発事象） 

第106期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第107期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 平成18年６月20日開催の定時株主総会において、会社

法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取

締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の

取締役及び従業員に対しストックオプションとして新株

予約権を無償で発行することが特別決議されました。そ

の内容は、「第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 

(７)ストックオプション制度の内容」に記載のとおりで

あります。 

 なお、当該ストックオプションにつきましては、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号）に基

づき、「株式報酬費用」として対象勤務期間において費

用処理するものであります。 

 平成19年６月20日開催の定時株主総会において、会社

法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取

締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の

取締役及び従業員に対しストックオプションとして新株

予約権を無償で発行することが特別決議されました。そ

の内容は、「第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 

(８)ストックオプション制度の内容」に記載のとおりで

あります。 

 なお、当該ストックオプションにつきましては、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号）に基

づき、「株式報酬費用」として対象勤務期間において費

用処理するものであります。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円) 

（投資有価証券）     

（その他有価証券）     

㈱三井住友フィナンシャルグループ 571 625 

ダイキン工業㈱ 104,100 416 

長瀬産業㈱ 242,000 360 

オリンパス㈱ 86,000 342 

伯東㈱ 180,300 323 

㈱三重銀行 401,000 232 

シーケーディ㈱ 193,400 226 

黒田電気㈱ 109,200 163 

アイダエンジニアリング㈱ 179,000 148 

大日本スクリーン製造㈱ 130,000 121 

その他35銘柄 698,164.23 459 

計 2,323,735.23 3,420 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。 

２ 当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。 

３ 当期減少額(減損損失を除く)の主な内訳は、次のとおりであります。 

  

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別評価債権の回

収に伴う取崩額であります。 

資産の種類 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

当期末減価 
償却累計額 
または償却 
累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末 
残高 

(百万円) 

有形固定資産               

建物 8,949 20 
279 

(81)
8,690 4,889 294 3,801 

構築物 498 15 8 505 400 13 105 

機械及び装置 3,559 132 194 3,497 2,954 128 542 

車輌及び運搬具 35 ― 7 28 26 0 1 

工具・器具及び備品 1,101 227 129 1,199 906 90 293 

土地 3,451 ― 42 3,408 ― ― 3,408 

建設仮勘定 0 4 4 ― ― ― ― 

有形固定資産計 17,595 400 
664 

(81)
17,330 9,177 527 8,152 

無形固定資産               

ソフトウエア 862 76 ― 938 657 176 281 

公共施設利用権 1 0 ― 2 1 0 ― 

その他 20 1 ― 21 1 0 19 

無形固定資産計 884 77 ― 962 660 177 301 

長期前払費用 95 8 7 96 34 11 62 

  機械及び装置 研究施設 試験設備 49百万円

  工具・器具及び備品 研究施設 試験設備 92百万円

  建    物 貸与資産 厚木市 183百万円

  機械及び装置 貸与資産  機能樹脂製品製造設備 30百万円

    事業所資産  新城事業所設備 63百万円

  工具・器具及び備品 貸与資産 プラント・機器関連製品製造設備 56百万円

  土    地 貸与資産 厚木市 42百万円

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額 
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 245 275 482 25 13 

賞与引当金 241 276 241 ― 276 

役員賞与引当金 ― 45 ― ― 45 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

(Ⅰ)資産の部 

流動資産 

(イ)現金及び預金 

(ロ)受取手形 

① 主要相手先別内訳は、次のとおりであります。 

② 受取手形の期日別内訳は、次のとおりであります。 

区分 金額(百万円) 

現金 0 

預金   

当座預金 2,053 

普通預金 174 

通知預金 31 

定期預金 100 

別段預金 1 

外貨普通預金 0 

預金計 2,360 

合計 2,361 

相手先 金額(百万円) 

㈱旭ケミカルス 335 

㈱サンヨー 151 

東洋産業㈱ 81 

内外産業㈱ 60 

日幸ライト工業㈱ 52 

その他 1,105 

合計 1,787 

期日別 金額(百万円) 

平成19年４月 236 

〃  ５月  200 

〃  ６月  343 

〃  ７月  565 

〃  ８月 412 

〃  ９月以降 28 

合計 1,787 



(ハ)売掛金 

① 売掛金の主な内訳は、次のとおりであります。 

② 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況を示すと、次のとおりであります。 

 （注） 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

(ニ)たな卸資産 

商品 

(ホ)未収入金 

相手先 金額(百万円) 

大日本スクリーン製造㈱ 439 

住友電装㈱ 388 

三菱重工業㈱ 328 

アイシン・エイ・ダブリュ㈱ 311 

㈱旭ケミカルス 302 

その他 5,895 

合計 7,666 

前期繰越高 
(百万円) 

当期発生高 
(百万円) 

当期回収高 
(百万円) 

当期繰越高 
(百万円) 

回収率(％) 滞留期間(日) 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ) 
(Ｃ) 

───── 
(Ａ)＋(Ｂ) 

×100 

(Ａ)＋(Ｄ) 
───── 

２ 
────── 

(Ｂ) 
───── 

365 

6,718 36,280 35,332 7,666 82.2 72.4 

内訳 金額(百万円) 

プラント・機器関連製品 297 

機能樹脂製品 57 

エラストマー製品 125 

自動車関連部品 60 

真空関連製品他 26 

合計 567 

内訳 金額(百万円) 

手形劣後債権 1,228 

材料有償支給代 965 

出向者人件費・設備賃貸料 499 

連結法人税個別帰属額 348 

その他 61 

合計 3,103 



固定資産 

投資その他の資産 

  関係会社株式 

(Ⅱ)負債の部 

流動負債 

(イ)支払手形 

① 主要支払先別内訳は、次のとおりであります。 

② 決済期日別内訳は、次のとおりであります。 

銘柄 金額(百万円) 

（子会社株式）   

㈱バルカーテクノ 313 

バルカー・ハイパフォーマンス・ポリマーズ㈱ 310 

バルカーセイキ㈱ 301 

㈱バルカー シール ソリューションズ 202 

VALQUA AMERICA,INC. 160 

台湾バルカー工業股份有限公司他12社 506 

(関連会社株式)   

FJV KOREA LTD. 88 

合計 1,884 

支払先別 金額(百万円) 

バルカーセイキ㈱ 284 

㈱バルカーエラストマー 199 

厚木ヒューテック㈱ 128 

九州バルカー㈱ 127 

柴谷パッキング工業㈱ 97 

その他 512 

合計 1,349 

期日別 金額(百万円) 

平成19年４月 298 

〃  ５月  340 

〃  ６月  265 

〃  ７月  322 

〃  ８月  122 

合計 1,349 



(ロ)買掛金 

(ハ)短期借入金 

(ニ)１年以内返済予定長期借入金 

  

  

(3）【その他】 

該当事項はありません。 

相手先 金額(百万円) 

飯田パッキン工業㈱ 394 

バルカーセイキ㈱ 391 

㈱新晃製作所 330 

㈱日本機材 301 

バルカー・ハイパフォーマンス・ポリマーズ㈱ 257 

その他 3,140 

合計 4,816 

借入先別 金額(百万円) 

住友信託銀行㈱ 500 

㈱三重銀行 400 

㈱群馬銀行 250 

農林中央金庫 200 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 150 

その他 500 

合計 2,000 

借入先別 金額(百万円) 

㈱三井住友銀行 2,250 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 毎年６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 

１株券、５株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、

10,000株券の８種類 

100株未満の株券については、その株数を表示する株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 

３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

  住友信託銀行株式会社 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

  住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社本店および全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 １枚につき250円 

単元未満株式の買取り・売渡し   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

  住友信託銀行株式会社 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

  住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社本店および全国各支店 

買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行うことができ

ない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載

して公告する。 

（公告掲載アドレス http://www.valqua.co.jp/ir/koukoku.html） 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社には、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第106期 (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 平成18年６月21日関東財務局長に提出。 

(2) 臨時報告書 

「証券取引法」第24条の５第４項および「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第２項第２号の２（スト

ックオプションとして新株予約権の発行）に基づく臨時報告書を平成18年７月31日関東財務局長に提出。 

(3) 半期報告書 

事業年度 第107期中 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 平成18年11月29日関東財務局長に提

出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の監査報告書  

  平成18年６月20日

日本バルカー工業株式会社  

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 永原 新三  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 豊原 弘行  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 阿部 純也  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本バ

ルカー工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日

本バルカー工業株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 会計処理の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」を適用している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



  独立監査人の監査報告書  

  平成19年６月20日

日本バルカー工業株式会社  

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 石橋 正紀  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 豊原 弘行  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 阿部 純也  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本バ

ルカー工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について

監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日

本バルカー工業株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



  独立監査人の監査報告書  

  平成18年６月20日

日本バルカー工業株式会社  

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 永原 新三  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 豊原 弘行  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 阿部 純也  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本バ

ルカー工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第106期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本バ

ルカー工業株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 会計処理の変更に記載のとおり、会社は当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」を適用している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



  独立監査人の監査報告書  

  平成19年６月20日

日本バルカー工業株式会社  

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 石橋 正紀  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 豊原 弘行  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 阿部 純也  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本バ

ルカー工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第107期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本バ

ルカー工業株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）ライツプランの内容
	(4）発行済株式総数、資本金等の推移
	(5）所有者別状況
	(6）大株主の状況
	(7）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(8）ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1）最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2）最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1）連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書
	③連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	関連当事者との取引
	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表

	(2）その他

	２財務諸表等
	(1）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③利益処分計算書及び株主資本等変動計算書
	④附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表

	(2）主な資産及び負債の内容
	(3）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/110
	pageform2: 2/110
	form1: EDINET提出書類  2007/06/21 提出
	form2: 日本バルカー工業株式会社(301060)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/110
	pageform4: 4/110
	pageform5: 5/110
	pageform6: 6/110
	pageform7: 7/110
	pageform8: 8/110
	pageform9: 9/110
	pageform10: 10/110
	pageform11: 11/110
	pageform12: 12/110
	pageform13: 13/110
	pageform14: 14/110
	pageform15: 15/110
	pageform16: 16/110
	pageform17: 17/110
	pageform18: 18/110
	pageform19: 19/110
	pageform20: 20/110
	pageform21: 21/110
	pageform22: 22/110
	pageform23: 23/110
	pageform24: 24/110
	pageform25: 25/110
	pageform26: 26/110
	pageform27: 27/110
	pageform28: 28/110
	pageform29: 29/110
	pageform30: 30/110
	pageform31: 31/110
	pageform32: 32/110
	pageform33: 33/110
	pageform34: 34/110
	pageform35: 35/110
	pageform36: 36/110
	pageform37: 37/110
	pageform38: 38/110
	pageform39: 39/110
	pageform40: 40/110
	pageform41: 41/110
	pageform42: 42/110
	pageform43: 43/110
	pageform44: 44/110
	pageform45: 45/110
	pageform46: 46/110
	pageform47: 47/110
	pageform48: 48/110
	pageform49: 49/110
	pageform50: 50/110
	pageform51: 51/110
	pageform52: 52/110
	pageform53: 53/110
	pageform54: 54/110
	pageform55: 55/110
	pageform56: 56/110
	pageform57: 57/110
	pageform58: 58/110
	pageform59: 59/110
	pageform60: 60/110
	pageform61: 61/110
	pageform62: 62/110
	pageform63: 63/110
	pageform64: 64/110
	pageform65: 65/110
	pageform66: 66/110
	pageform67: 67/110
	pageform68: 68/110
	pageform69: 69/110
	pageform70: 70/110
	pageform71: 71/110
	pageform72: 72/110
	pageform73: 73/110
	pageform74: 74/110
	pageform75: 75/110
	pageform76: 76/110
	pageform77: 77/110
	pageform78: 78/110
	pageform79: 79/110
	pageform80: 80/110
	pageform81: 81/110
	pageform82: 82/110
	pageform83: 83/110
	pageform84: 84/110
	pageform85: 85/110
	pageform86: 86/110
	pageform87: 87/110
	pageform88: 88/110
	pageform89: 89/110
	pageform90: 90/110
	pageform91: 91/110
	pageform92: 92/110
	pageform93: 93/110
	pageform94: 94/110
	pageform95: 95/110
	pageform96: 96/110
	pageform97: 97/110
	pageform98: 98/110
	pageform99: 99/110
	pageform100: 100/110
	pageform101: 101/110
	pageform102: 102/110
	pageform103: 103/110
	pageform104: 104/110
	pageform105: 105/110
	pageform106: 106/110
	pageform107: 107/110
	pageform108: 108/110
	pageform109: 109/110
	pageform110: 110/110


